
近
世
肥
後
藩
に
関
す
る
研
究
の
中
で
、
村
落
楠
造
の
研
究
は
も
っ
と
も
多
く

《
１
）

の
成
果
を
あ
げ
た
分
野
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
詳
細
に
点
検
し
て
み
る
と
、

近
世
初
期
の
研
究
に
集
中
し
て
お
り
、
近
世
全
期
に
つ
い
て
の
村
落
研
究
や

中
・
後
期
の
研
究
は
殆
ん
ど
空
白
に
近
い
の
が
現
状
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
史
料
的
制
約
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
、
各
地

の
町
村
史
刊
行
に
よ
っ
て
近
世
史
料
も
飛
躍
的
に
採
訪
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し

た
成
果
に
基
づ
い
て
村
落
構
造
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
問
題
に
で
き
る
日
が
近

い
と
考
え
ら
れ
ろ
。

本
稿
で
は
、
従
来
か
ら
受
麺
史
料
的
価
値
を
評
価
さ
れ
な
が
ら
十
分
に
活
用

さ
れ
な
か
っ
た
「
手
鑑
」
類
を
主
な
素
材
と
し
、
「
手
鑑
」
類
の
中
心
的
顧
項

す
な
わ
ち
村
高
に
焦
点
を
お
い
て
、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

近
世
的
支
配
の
中
で
村
高
が
村
落
の
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
表
示
し
た
か
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

「
手
鑑
」
は
他
領
に
お
け
至
当
村
鑑
家
蝿
幅
」
に
当
る
も
の
で
、
す
ぐ
れ
た

村
的
史
料
で
あ
る
が
、
検
地
帳
・
人
畜
根
な
ど
の
藩
的
史
料
と
の
関
係
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
、
極
め
て
素
朴
な
疑
問
に
も
充
分
な
鋭
明
が
必
要

は
じ
め
に

肥
後
藩
に
お
け
る
村
高
に
つ
い
て

で
あ
り
、
ま
ず
「
手
鑑
」
類
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

つ
ぎ
に
、
村
落
栂
造
の
基
礎
と
い
う
べ
き
「
村
高
」
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
従

来
の
肥
後
藩
研
究
成
果
の
大
き
な
問
題
点
と
し
て
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
周

知
の
如
く
、
肥
後
藩
の
高
に
は
入
国
当
初
か
ら
幕
府
御
前
根
高
だ
と
思
わ
れ
る

郷
高
（
軍
役
高
）
五
四
万
石
の
表
示
と
、
検
地
の
結
果
に
基
づ
く
と
思
わ
れ

る
現
高
七
四
万
石
（
後
に
述
べ
る
よ
う
に
七
三
’
七
五
万
石
で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
軍
役
高
プ
ラ
ス
二
○
万
石
の
無
役
高
説
を
と
り
以
下
七
四
万
石
と
称
す

（
５
）

ろ
）
の
表
示
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
近
世
肥
後
藩
を
研
究
す
る
誰
も
が
触
れ
な

が
ら
、
本
格
的
に
論
議
さ
れ
ず
に
終
っ
た
た
め
に
、
と
く
に
初
期
村
落
の
理
解

に
混
乱
が
生
じ
て
い
ろ
。

こ
う
し
た
点
に
留
意
し
な
が
ら
「
村
高
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

検
討
に
際
し
て
、
郷
高
（
五
四
万
石
）
は
軍
役
高
・
表
高
・
判
物
高
・
拝
領
高

と
呼
ば
れ
る
願
も
あ
る
が
、
郷
村
帳
の
村
高
と
い
う
意
味
か
ら
郷
高
に
統
一

し
、
現
高
（
七
四
万
石
）
に
つ
い
て
も
同
様
に
今
高
・
実
高
・
内
（
検
）
高
・

当
高
・
有
高
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
現
高
を
用
い
る
。
蛇
足
な
が
ら
、
現
高
と
は

一
種
の
公
式
表
示
で
あ
っ
て
、
現
実
の
村
高
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
を
断

っ
て
お
き
た
い
。

松
本
寿
三
郎



近
世
に
お
い
て
、
村
の
石
高
・
戸
数
・
訟
誠
・
牛
馬
な
ど
の
実
態
把
握
に
必

要
な
碩
項
を
番
上
げ
た
根
簿
が
「
村
明
細
幅
」
で
あ
る
。
「
村
差
出
万
雷
上
根
」

「
石
高
家
数
人
数
香
上
根
」
「
様
子
害
」
な
ど
諸
種
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
が
、

い
ず
れ
も
支
配
者
の
命
令
に
よ
っ
て
村
の
状
態
を
詳
細
に
答
申
し
た
村
勢
調
査

の
類
を
さ
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
村
明
細
根
」
の
一
種
に
「
手
鑑
」
が
あ
り
、
肥
後
藩
で
は
「
村

明
細
帳
」
と
呼
ば
れ
ず
に
も
っ
ぱ
ら
「
手
鑑
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

野
村
兼
太
郎
氏
は
「
明
細
鰻
」
と
「
手
鑑
」
と
を
区
分
し
て
、
手
鑑
を
「
村
役

人
の
単
な
る
党
の
た
め
に
村
の
こ
と
に
関
し
大
小
と
な
く
書
留
め
た
冊
子
」
と

規
定
し
、
「
答
申
香
で
あ
る
村
明
細
榎
の
よ
う
に
作
為
す
る
必
要
が
な
い
」
と

し
て
、
手
鑑
と
村
明
細
根
の
史
料
的
性
格
の
相
違
に
留
意
を
喚
起
し
て
お
ら
れ

ろ
。
肥
後
藩
で
は
そ
う
し
た
村
明
細
帳
の
称
が
な
く
、
手
鑑
と
称
し
た
報
告
書

も
多
く
み
ら
れ
る
か
ら
、
同
じ
手
鑑
と
い
う
記
録
の
中
で
の
史
料
的
価
値
に
留

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注
（
１
）
研
究
史
の
分
析
と
し
て
、
久
武
哲
也
氏
「
近
世
肥
後
藩
の
村
落
栂

造
と
そ
の
展
開
過
程
ｌ
玉
名
郡
中
富
手
永
を
中
心
に
ｌ
」
（
史
林
五

七
巻
二
号
）
が
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。

（
２
）
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
内
村
政
光
氏
『
肥
後
藩
の
農
村
制
度
」

熊
本
女
子
大
学
歴
史
研
究
部
縄
『
肥
後
藩
の
農
業
栂
造
』
『
肥
後
藩

の
農
村
栂
造
』
『
肥
後
藩
の
経
済
栂
造
」
の
ほ
か
『
城
南
町
史
」

『
竜
峯
村
史
』
『
甲
佐
町
史
」
『
小
国
郷
史
』
『
村
誌
富
合
の
里
」

「
松
橋
町
史
』
な
ど
に
関
係
町
村
分
が
所
収
さ
れ
る
。
ま
た
「
玉
名

高
校
考
古
学
部
報
」
大
津
高
校
郷
土
研
究
ク
ラ
ブ
「
山
伏
塚
」
「
浜

町
の
歴
史
」
に
も
出
て
、
刊
行
物
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
、
森
田
誠
一
氏
「
肥
後
藩
検
地
諸
帳
に
つ
い

て
」
（
熊
本
史
学
２
号
）
、
熊
本
史
学
会
編
『
肥
後
藩
検
地
諸
帳
目
録
」

（
４
）
東
京
大
学
史
料
飼
築
所
編
『
大
日
本
近
世
史
料
、
肥
後
藩
人
畜
改

根
一
’
五
』
、
城
後
尚
年
・
松
本
鼠
『
芦
北
郡
人
畜
改
帳
一
’
三
』

（
５
）
す
で
に
戦
前
、
中
川
斉
氏
『
郷
土
史
識
演
集
第
二
集
」
に
ふ
れ
て

い
る
ほ
か
、
圭
室
蹄
成
氏
「
肥
後
藩
の
政
治
」
、
西
山
禎
一
氏
「
肥

後
藩
初
期
の
給
知
の
分
布
に
つ
い
て
」
（
『
肥
後
細
川
藩
の
研
究
』

所
収
）
、
花
岡
興
卸
氏
「
肥
後
の
検
地
帳
ｌ
特
に
そ
の
成
立
に
つ
い

て
ｌ
」
（
熊
本
史
学
”
号
）
、
森
下
功
氏
「
肥
後
国
郡
高
一
覧
」
（
『
熊

本
県
史
別
巻
二
」
所
収
）
、
森
山
恒
雄
氏
「
九
州
の
豊
臣
蔵
入
地
の

櫛
造
と
機
龍
ロ
ー
肥
後
芦
北
地
域
の
検
肘
ｌ
」
（
熊
大
「
教
育
学
部

紀
要
」
泌
号
）
、
鎌
田
浩
氏
「
肥
後
藩
の
給
知
制
」
（
熊
大
「
法
文

鏡
鍍
」
ｎ
号
）

１
村
手
鑑

肥
後
藩
の
郡
村
支
配
で
は
、
藩
行
政
の
末
端
機
関
と
し
て
郡
ご
と
に
任
ぜ
ら

れ
ろ
御
郡
代
は
、
原
則
と
し
て
現
地
居
住
す
る
こ
と
な
婚
一
藩
庁
に
出
仕
し
折

節
地
方
に
出
か
け
る
程
度
で
あ
り
、
実
際
の
仕
事
は
惣
庄
屋
（
手
永
会
所
）
が

郷
村
を
統
輔
し
、
後
に
は
代
官
を
も
雑
擁
し
て
行
政
・
徴
税
の
担
当
者
と
し
て

職
務
を
担
っ
て
い
た
。

従
っ
て
肥
後
藩
の
村
の
実
態
は
、
村
か
ら
手
永
に
報
告
さ
れ
、
そ
こ
で
手
永

「
手
鑑
」
類
に
つ
い
て

２



ご
と
に
纏
め
ら
れ
て
郡
代
を
経
て
御
郡
頭
へ
と
達
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
こ
う
し
た
郡
村
支
配
方
式
の
た
め
に
、
個
々
の
村
か
ら
報
告
さ
れ
た
い
わ

ゆ
る
「
村
明
細
帳
」
の
類
は
多
く
手
永
会
所
で
手
永
分
が
纏
め
ら
れ
た
あ
と
反

故
に
さ
れ
、
そ
の
際
に
惣
庄
屋
・
会
所
役
人
の
許
に
保
管
さ
れ
た
も
の
だ
け
が

（
８
）
。

〈
「
日
僅
か
数
家
に
つ
い
て
残
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
「
村
明
細
帳
の

癖
露
畦
坪
程
諏
廓
認
識
蝦
”
』
鍛
幅
銅
醒
生
端
密
鍛
詳
惣
人
数
・
惣
牛
馬
数
改

（
ｍ
）

従
来
の
研
究
が
専
ら
「
手
永
制
度
」
に
注
目
し
た
た
め
に
、
村
明
細
帳
の
類

は
見
落
さ
れ
て
い
た
が
、
肥
後
藩
に
種
い
て
も
村
明
細
幅
に
よ
っ
て
、
村
の
実

態
を
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

庄
屋
が
報
告
番
と
し
て
の
村
明
細
鰻
を
作
成
し
た
際
の
控
・
心
覚
え
と
し
て

残
し
た
も
の
が
、
「
村
手
鑑
」
で
、
職
務
が
ら
田
畑
・
戸
数
・
人
数
な
ど
徴
税

に
関
す
る
事
項
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
が
、
村
の
実
態
を
詳
細
に
伝
え
て
お

り
、
現
在
で
は
手
永
手
鑑
ほ
ど
多
く
は
得
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
各
地
の
庄
屋
文

（
ｕ
）

密
の
中
に
見
出
さ
れ
ろ
。

報
告
番
と
し
て
の
「
村
明
細
帳
」
と
、
庄
屋
の
手
控
と
し
て
の
「
村
手
鑑
」

に
つ
い
て
比
較
す
れ
ば
、
村
明
細
帳
が
調
査
郵
頚
に
従
っ
た
内
容
に
限
ら
れ
る

の
に
対
し
、
村
手
鑑
は
村
の
い
ろ
い
ろ
な
事
項
に
つ
い
て
記
す
と
い
う
内
容
上

の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
両
者
の
統
計
に
は
相
違
が
な
い
。
両
者
に
は
野
村

兼
太
郎
氏
が
指
摘
し
た
危
倶
は
当
っ
て
な
い
。

２
手
永
手
鑑

手
永
会
所
で
は
、
毎
年
村
庄
屋
か
ら
の
報
豊
窪
う
け
て
村
々
の
実
鰹
麹
把
握

し
、
こ
れ
を
上
級
役
所
で
鋒
嘩
御
郡
代
に
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
備
忘

録
と
し
て
手
鐘
が
会
所
に
備
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
毎
年
番
改
め
ら
れ
た
の
で

は
な
い
よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
は
手
永
手
鑑
が
郡
代
の
交
代
や
惣
庄
屋
引
継
ぎ
に

際
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
い
ま
、
現
存
手
永
手
鑑

の
成
立
動
機
が
明
ら
か
な
も
の
を
あ
げ
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
事
情
が
あ
げ

ら
れ
ろ
。

ｌ
、
郡
代
の
交
代
に
伴
う
も
の

Ｉ
、
惣
庄
屋
の
交
代
に
伴
う
も
の

Ⅲ
、
会
所
役
人
の
心
覚
え
の
た
め
の
も
の

宛
名
を
も
つ
手
鑑
（
－
．
Ⅱ
）
は
次
の
圃
極
が
あ
げ
ら
れ
る
。

１
延
宝
３
．
５
湯
浦
手
永
手
鑑
湯
浦
清
大
夫
ｌ
↓
木
村
久
之
丞
宛

２
元
禄
脂
・
閏
５
湯
浦
手
永
大
川
内
手
鑑
湯
浦
孫
兵
衛
ｌ
↓
田
中
団
十
郎
・

樽
井
新
八
宛

３
寛
保
３
．
４
内
牧
手
永
手
鑑
内
牧
次
右
衛
門
ｌ
↓
大
村
源
内
宛

４
寛
延
４
．
８
中
村
手
永
蔵
納
手
鑑
中
村
次
右
衛
門
ｌ
↓
宇
佐
川
宇
左
衛

門
宛

５
宝
暦
７
．
５
布
田
手
永
手
鑑
宇
代
平
助
１
Ｊ
永
田
小
左
衛
門
・
二
塚
伊

左
衛
門
宛

６
璽
政
６
・
正
田
迎
手
永
手
鑑
芥
川
茂
次
左
衛
門
ｌ
↓
除
野
金
五
宛

７
文
政
８
．
５
横
手
手
永
手
鑑
柴
田
啓
助
Ｉ
↓
除
野
金
三
郎
宛

８
文
政
８
．
皿
本
庄
手
永
手
鑑
大
賀
鎌
次
ｌ
↓

９
文
政
８
．
ｕ
田
迎
手
永
手
鑑
成
松
忠
平
ｌ
↓
除
野
金
三
郎
宛

皿
安
政
２
．
４
横
手
手
永
手
鑑
大
賀
純
右
衛
門
ｌ
↓
松
崎
次
兵
衛
宛

ｕ
安
政
２
．
５
池
田
手
永
手
鑑
布
田
太
郎
右
衛
門
ｌ
↓
松
崎
次
兵
衛
宛

皿
安
政
２
．
６
田
迎
手
永
手
鑑
田
迎
安
左
衛
門
ｌ
↓
右
田
才
助
宛

凪
安
政
２
．
７
本
庄
手
永
手
鑑
古
閑
才
蔵
－
↓
右
田
才
助
・
上
妻
半
右
衛

３



門
宛

※
名
称
は
す
べ
て
手
永
手
鑑
と
統
一
し
た
。

右
の
う
ち
差
出
し
人
は
５
布
田
手
永
手
鑑
を
除
い
て
す
べ
て
惣
庄
屋
で
あ

り
、
宛
名
は
６
田
迎
手
永
手
鑑
・
７
枇
手
手
永
手
鑑
・
９
田
迎
手
永
手
鑑
の
除

野
氏
が
不
明
（
御
郡
代
手
附
検
目
か
）
で
あ
る
が
、
８
本
庄
手
永
手
鑑
は
惣
庄

屋
古
閑
才
蔵
に
宛
て
た
も
の
ら
し
い
（
古
閑
家
に
伝
来
し
て
い
る
）
、
ほ
か
は

御
郡
代
に
差
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
肥
）

そ
の
一
つ
「
南
郷
布
田
手
永
万
覚
付
御
手
鑑
根
」
は
、
奥
智
に

右
は
布
田
手
永
万
覚
御
手
鑑
調
上
申
侯
、
以
上
、

宝
暦
七
年
五
月

御
郡
代
に
当
る

右
の
通
り
御
郡
代
衆
御
替
の
節
調
上
申
候
事
、
御
両
所
に
候
へ
は
二
冊
調
上

申
候
也
、
寵
数
は
今
度
御
改
め
有
之
侯
竃
数
つ
け
申
候
、
尤
総
人
数
・
歩
高

共
に
右
同
前
改
め
御
内
検
衆
の
一
紙
も
納
申
候
也
、

永
田
小
左
衛
門
殿

二
塚
伊
左
衛
門
殿

と
あ
っ
て
、
竃
数
な
ど
は
新
し
い
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
が
そ
れ
以
外
に
つ

い
て
は
触
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
ろ
と
以
前
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
ｉ
で
は
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
惣
庄
屋
の
交
代
に
伴
っ

て
、
先
任
の
大
賀
謙
次
か
ら
古
閑
才
次
に
引
継
が
れ
た
本
庄
手
永
略
御
手
鑑
幅

は
村
高
・
物
成
だ
け
の
も
の
と
田
畝
・
田
高
・
田
物
成
・
畑
畝
・
畑
高
・
畑
物

（
Ⅳ
）

成
を
記
載
し
た
二
種
の
手
鑑
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

会
所
役
人
の
心
覚
え
の
た
め
の
手
鑑
が
最
も
多
く
残
存
し
て
お
り
、
そ
の
た

め
に
圭
室
諦
成
氏
は
報
告
書
と
し
て
の
「
村
明
細
帳
」
に
対
し
て
「
手
永
手

（
旧
）

鑑
は
含
駒
役
人
の
亡
鰹
噸
録
で
あ
る
」
と
、
そ
の
価
値
を
高
く
評
価
さ
れ
た
が
、

実
物
に
よ
っ
て
比
較
し
て
み
る
と
、
報
告
密
と
し
て
の
手
鑑
と
揃
忘
の
概
誤
宙
と

し
て
の
そ
れ
は
勘
錘
胆
の
上
で
全
く
変
化
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

む
し
ろ
溝
癒
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
Ⅲ
に
属
す
る
手
鑑
の
う
ち
「
巡
員
窪
促
機

略
御
手
鑑
」
の
類
が
、
巡
園
窟
へ
の
応
待
の
た
め
に
写
さ
れ
た
も
の
で
、
ほ
か

の
普
通
の
手
鑑
で
は
現
高
を
と
る
の
に
対
し
て
、
郷
高
に
よ
っ
て
い
る
噸
で
あ

る
。
こ
の
趣
の
手
鑑
は
藩
へ
の
報
告
書
で
は
な
く
幕
府
役
人
に
応
待
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
郷
高
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
郷
高
の
手
鑑
は
普
段
手
永
会
所
に
備
え
付
け
ら
れ
て
な
か
っ
た
と

み
え
て
、
天
保
九
年
の
巡
見
使
来
訪
の
際
の
記
録
に
。

御
巡
見
様
江
被
差
出
面
候
御
手
鑑
一
析
差
越
候
間
。
御
案
内
之
者
堂
箕
懸
一

Ｊ
く
、
之
所
型
個
高
等
写
取
、
御
道
筋
等
間
違
無
之
様
精
々
御
達
被
面
候
標
、
尤
４

折
本
ハ
早
々
通
達
有
之
、
廻
り
留
り
ふ
可
被
差
返
候
、

七
月
十
五
日

坂
本
庄
左
衛
門

稲
葎
久
兵
頭

阿
蘇
・
南
郷
・
合
志
・
菊
弛
響

山
鹿
・
玉
名
御
郡
代
衆
完
り

と
あ
る
。
藩
か
ら
必
要
な
地
方
へ
差
廻
し
、
こ
れ
を
写
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ

ろ
。
明
ら
か
に
藩
を
あ
げ
て
作
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
幕
府
掲
岬
前
帳

に
登
録
さ
れ
た
表
高
は
郷
鰻
高
で
あ
る
か
ら
、
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
い
う
の

で
は
な
く
、
幕
府
報
告
用
の
公
式
の
高
を
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
現

実
に
藩
内
で
行
な
わ
れ
て
い
る
村
高
Ⅱ
現
高
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
同
じ
手
鑑
と
称
し
て
い
て
も
御
巡
見
様
略
手
鑑
を
同
列
に
鋪
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
、
両
者
を
同
時
に
収
録
し
て
い
る
『
肥
後
藩
の
農
村 Ｉ





栂
造
』
の
取
扱
い
は
注
意
を
要
す
る
。

さ
て
、
現
存
す
る
「
手
永
手
鑑
」
は
、
村
々
か
ら
差
出
さ
れ
た
報
告
を
集
録

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
記
餓
は
顧
々
さ
ま
ざ
ま
で
、
手
永
と
し
て
の
集
計

を
欠
く
も
の
、
逆
に
手
永
集
計
だ
け
で
村
ご
と
の
記
載
を
欠
く
も
の
、
村
ご
と

に
詳
細
に
妃
職
し
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
第
１
表
参
照
。
「
手
永
手
鑑
目
録
之

（
四
）

寵
」
に
は
的
ケ
条
の
記
賊
車
項
を
あ
げ
て
い
る
が
、
流
布
し
て
い
る
も
の
は
そ

れ
ほ
ど
詳
細
で
な
い
も
の
の
方
が
多
い
。
た
だ
し
、
手
鑑
と
し
て
共
通
性
が
高

い
の
は
、
村
高
・
物
成
と
竃
数
ｑ
人
数
・
牛
馬
数
お
よ
び
社
寺
・
在
御
家
人
・

在
宅
人
の
項
で
、
こ
れ
ら
が
村
落
支
配
の
主
要
事
項
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る

さ
ま
を
指
摘
で
き
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
手
鑑
に
収
録
さ
れ
る
内
容
を
み
れ
ば
、
中
期
の
手
鑑
に
は
蔵
納
分

と
給
知
分
と
が
別
冊
と
さ
れ
る
願
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
肥
後
藩
で
は
次
の
よ
う

に

第
一
期
寛
永
ｍ
ｌ
延
宝
７
地
方
知
行
制

第
二
期
延
宝
８
１
天
和
２
蔵
米
支
給

第
三
期
天
和
３
１
正
徳
２
再
び
地
方
知
行

第
四
期
正
徳
３
１
再
び
蔵
米
支
給

正
徳
三
（
一
七
一
三
）
年
以
来
蔵
米
支
給
が
行
な
わ
れ
、
名
目
的
に
は
幕
末
ま

《
配
）

で
知
行
制
が
み
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
擬
制
的
知
行
制
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

へ
鱈
）

直
所
務
で
は
な
く
な
っ
て
も
農
民
へ
の
人
身
的
支
配
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
、

そ
の
た
め
か
「
中
村
手
永
御
蔵
納
手
嬢
電
は
蔵
納
地
の
み
を
収
録
す
る
反
面
、

（
窒
）

《
麓
》

「
下
益
城
河
江
手
永
御
給
知
高
反
別
帳
」
「
内
牧
手
永
御
給
知
高
反
別
根
」
は
、

給
人
別
の
高
反
別
物
成
を
収
録
し
て
い
る
。
た
だ
し
給
知
高
反
別
限
が
給
知
庄

屋
か
ら
給
人
に
差
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
手
永
分
だ
け
鰹
め
ら
れ
て
惣
庄
屋

３
郡
代
手
鑑

『
肥
後
藩
の
農
村
栂
造
』
に
「
飽
田
・
既
麻
郡
手
鑑
」
が
収
録
さ
れ
て
い

ろ
。
寛
政
年
間
飽
田
・
既
麻
郡
代
で
あ
っ
た
佐
久
間
平
大
夫
の
家
に
伝
来
さ
れ

た
も
の
で
、
同
家
に
は
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
「
飽
田
・
既
麻
寺
社
御
家
人
名
附
」

も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
前
述
の
よ
う
に
手
永
手
鑑
は
郡
代
の
交
代
に
伴

な
っ
て
新
し
い
郡
代
に
手
永
の
実
態
を
報
告
す
る
も
の
と
し
て
差
出
さ
れ
て
い

（
記
）

た
か
ら
、
当
然
支
配
地
内
の
数
手
永
の
手
鑑
が
手
詳
に
画
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
し
、
右
の
場
合
は
郡
代
佐
久
間
平
大
夫
が
支
配
す
る
飽
田
ｂ
庇
麻
両
郡
の
手

永
別
集
計
の
み
を
縄
集
し
て
所
持
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
審
所
収
の
「
深
川

・
河
原
両
手
永
合
綴
の
手
鐙
」
や
明
治
初
年
の
「
河
原
・
深
川
・
中
村
高
寄
手

鑑
」
も
同
じ
よ
う
に
郡
代
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
、
手
永
手
鑑
の
変
形

（
釣
）

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
宇
土
支
藩
の
知
行
所
は
下
益
城
・
宇
土
両
郡
に
散
在

（
釦
）

す
る
が
、
こ
れ
ら
両
郡
の
各
手
永
手
鑑
で
は
宇
土
支
藩
知
行
地
を
削
除
し
て
お

り
、
宇
土
支
藩
の
側
で
把
握
し
て
い
る
。
下
益
城
郡
で
の
「
杉
島
・
廻
江
・

‐
（
別
）

河
江
・
中
山
四
手
永
宇
土
御
知
行
所
村
々
略
反
別
帳
」
は
そ
の
一
例
と
み
ら
れ

か
ら
郡
代
に
差
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
給
知
分
も
蔵
納
地
と
同
じ
く

郡
代
ｌ
惣
庄
屋
ｌ
庄
屋
の
支
配
系
統
Ｉ
御
郡
方
支
配
に
含
ま
れ
る
こ
と
を

示
し
て
い
ろ
。

近
世
後
・
末
期
に
お
い
て
は
、
一
応
蔵
納
・
上
知
・
給
知
の
名
称
を
残
し
な

が
ら
も
村
高
の
内
に
含
ま
れ
て
記
賊
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
処
に
よ
っ
て
は
幕

（
”
）

末
に
も
給
人
別
御
免
帳
が
作
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
も
手
永
手
鑑
の
一
顧

と
解
さ
れ
る
が
、
本
題
か
ら
離
れ
る
の
で
別
途
検
肘
す
る
こ
と
と
し
、
所
在
の

摘
に
止
め
ろ
。

７



ろ
も
の
で
、
肥
後
全
域
の
蔵
納
・
給
知
・
古
新
地
・
御
郡
方
新
地
・
諸
開
の
地

目
ご
と
に
土
物
成
・
免
・
田
種
を
計
上
し
、
こ
れ
を
郡
別
・
手
永
別
に
番
出
し

た
文
字
通
り
の
土
地
・
租
税
台
帳
で
、
御
郡
方
支
配
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ

る
。

「
肥
後
国
略
手
窪
》
）
（
仮
称
）
は
、
郡
ご
と
に
惣
庄
屋
名
・
郷
高
・
現
高
・

撫
高
を
記
す
ほ
か
、
国
中
の
御
預
人
・
御
預
高
（
ナ
シ
）
・
御
城
米
（
ナ
シ
）

・
郷
帳
高
・
八
代
城
付
・
芦
北
詰
人
・
船
数
・
長
崎
詰
人
・
天
草
詰
人
・
肥
後

豊
後
類
族
人
数
・
金
銀
山
並
銅
錫
鉄
鉛
山
・
御
高
札
建
所
・
諸
郡
御
番
所
の
一

賭
郡
の
手
永
手
鑑
は
時
と
し
て
郡
奉
行
（
宝
暦
六
年
郡
代
と
改
称
）
か
ら
差

（
記
）

出
さ
れ
て
藩
主
の
進
覧
に
供
せ
ら
れ
た
よ
う
で
、
次
の
史
料
に
み
る
よ
う
に
延

享
三
年
十
二
月
に
は
藩
主
の
も
と
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

以
手
紙
啓
上
仕
候
、
賭
御
郡
手
永
ノ
、
手
鑑
根
追
々
御
奉
行
衆
か
差
出
シ
申

侯
分
、
左
之
通
為
持
進
覧
仕
侯
、

一
、
六
冊
飽
田
一
、
弐
冊
託
麻
一
、
弐
冊
宇
土

一
、
三
冊
八
代
一
、
弐
冊
山
本
一
、
四
冊
山
鹿

一
、
弐
冊
菊
池
一
、
八
冊
阿
蘇
一
、
八
冊
南
郷

一
、
弐
冊
野
津
原

右
之
通
御
座
侯
、
以
上

十
二
月
廿
四

郡
方

右
之
通
鎧
踊
取
申
侯
、
以
上

山
本
三
郎
右
衛
門
棟

こ
れ
だ
け
で
は
玉
名
・
山
本
・
上
益
城
・
下
益
城
・
芦
北
五
郡
に
つ
い
て
差

出
さ
れ
た
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
が
、
領
国
の
半
分
だ
け
統
計
が
進
覧
に
供

さ
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
恐
ら
く
こ
の
前
後
に
提
出
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
手
永
か
ら
提
出
さ
れ
た
手
鑑
は
各
手
永
一
冊
と
し
て
も
五
十
二
、

三
冊
に
も
の
ぼ
る
大
部
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
藩
域
全
体
を
容
易
に
把
握

し
難
い
の
で
、
御
郡
間
あ
た
り
垂
誤
国
中
手
鑑
」
を
銅
集
し
た
と
思
わ
れ
る
。

「
御
国
中
田
畑
高
物
成
惣
一
紙
頓
」
は
系
統
と
し
て
は
高
田
畑
反
別
帳
に
属
す

ろ
。
こ
れ
ま
た
郡
代
手
鑑
の
一
種
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

４
国
中
手
鑑

ｉ
社
・
番
所
・
造
酒
屋
・
御
郡
筒
・
浦
船
・
漁
船
・
高
札
場
・
国
境
な
ど
重
要
願

項
を
纏
め
て
い
て
、
両
者
は
若
干
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
系
統
を
異
に

す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
補
い
合
っ
て
地
方
の
実
態
懇
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

睦
棚
洲
職
繍
嫡
蛎
鵬
鯉
黙
蝿
蝿
縦
域
撫
雷

（
調
）

代
と
思
わ
れ
る
も
の
は
「
肥
集
録
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
右
の
名
称
に

（
釣
）

率
耗
牽
鶏
幌
唾
“
釧
畷
」
と
称
す
る
も
の
も
あ
る
。
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で

藩
主
の
手
鑑
は
八
第
十
三
項
に
御
国
中
惣
高
之
軍
と
し
て
郡
村
名
を
あ
げ
て

い
る
が
、
こ
の
数
値
に
二
通
り
の
も
の
が
み
ら
れ
ろ
。
「
宣
紀
時
代
手
鑑
」
お

よ
び
「
肥
後
国
手
鑑
」
（
仮
称
）
と
中
川
顕
鋸
蔵
「
お
手
鍵
馳
は
現
高
を
あ
げ

て
い
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
「
肥
州
録
」
「
肥
集
録
」
は
郷
高
を
あ
げ
て

四
項
目
を
あ
げ

り
、
「
肥
後
国

主
に
す
る
も
の
で
あ

名
・
在
御
家
人
．
、
寺

８

り
う
ら
謡
土
に
関



い
る
。

国
中
手
鑑
の
妃
賊
で
石
高
以
外
に
恋
花
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
第
十
五
項

肥
後
国
・
豊
後
国
領
地
人
数
之
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
項
は
最
も
新
し
い
調
査
時

の
識
値
が
示
さ
れ
る
の
で
変
化
が
み
ら
れ
る
。
人
数
に
つ
い
て
は
現
実
の
姿
を

反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

藩
主
の
手
鑑
は
、
一
つ
に
は
幕
府
・
巡
見
使
へ
の
接
待
や
そ
の
た
め
の
心
覚

え
の
性
格
も
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
領
内
把
渥
と
い
う
手
鑑
本
来
の
性
格
を
も

併
せ
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
略
述
し
た
諸
租
の
「
手
鑑
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
上
必
要
な
碩
柄
を

妃
戦
し
、
携
帯
し
て
参
考
に
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
嬢
鱈
帳
と
よ
ば
れ

る
小
型
の
も
の
で
、
小
さ
な
字
で
び
っ
し
り
と
書
き
こ
ま
れ
た
も
の
が
多
い
。

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
職
挙
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
っ
て
お
り
、
村
手
鑑
は
村
方

内
部
の
田
畑
・
物
成
に
つ
い
て
地
域
ご
と
・
農
民
の
個
々
の
持
高
・
人
畜
に
至

る
ま
で
把
揚
す
る
の
に
対
し
て
、
惣
庄
屋
の
手
永
手
鑑
で
は
村
方
に
つ
い
て
は

概
要
に
と
ど
め
、
手
永
の
集
計
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た
会
所
の
分
職

に
よ
る
と
思
わ
れ
る
省
略
が
み
ら
れ
ろ
な
ど
、
用
途
に
よ
る
飼
集
が
行
な
わ
れ

た
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
傾
向
は
国
中
を
網
羅
す
る
手
躍
の
場
合
に

藩
主
の
手

鑑
と
御
郡
方
に
よ
る
国
中
手
鑑
と
が
全
く
異
な
っ
た
飼
集
で
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
立
場
に
よ
り
把
握
の
什
学
刀
が
異
な
っ
て
い
る
。
手

鑑
は
近
世
に
お
け
る
村
落
の
具
体
的
な
表
示
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
統
計
資

料
と
し
て
利
用
す
る
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
鑑
の
作
成
意
図
を
考
慮
に
入
れ

る
必
要
が
あ
る
。

注
（
５
）
野
碁
理
識
太
郎
氏
『
村
明
知
曙
帳
の
研
究
」

（
６
）
「
百
姓
寄
合
噺
」
（
熊
本
史
学
“
号
）
に
「
御
郡
代
椴
も
其
御
郡

に
在
宅
な
ら
さ
ぞ
よ
か
ろ
ふ
と
い
ふ
咽
合
之
事
」
と
あ
る
。

（
７
）
延
宝
八
年
二
月
十
六
日
、
御
惣
庄
屋
に
後
代
官
兼
帯
被
仰
付
（
拾

芥
圃
記
）
。

（
８
）
阿
蘇
郡
小
国
町
「
北
里
文
密
」
・
「
室
原
文
書
」
、
熊
本
県
立
図

番
館
受
託
「
藤
岡
文
書
」
、
熊
本
市
蓮
台
寺
町
「
古
閑
文
書
」
、
玉

名
郡
長
洲
町
「
関
文
密
」
、
芦
北
郡
芦
北
町
「
伊
藤
文
審
」
、
八
代

市
岡
町
「
平
野
文
書
」
、
山
鹿
市
三
玉
「
坂
田
文
書
」
な
ど
。

（
９
）
県
立
図
番
館
受
配
「
藤
岡
文
番
」
に
は
、
村
ご
と
の
「
役
高
揃

帳
」
・
「
御
給
知
高
人
畜
根
」
・
「
田
畑
反
別
調
牛
馬
数
調
」
・
「
田

畑
賭
作
・
石
高
並
余
産
之
類
し
ら
べ
根
」
・
「
造
酒
鑑
札
水
車
株
蝦

治
札
大
工
札
免
許
調
べ
」
・
「
御
百
姓
段
取
し
ら
べ
帳
」
・
「
竃
数

惣
人
数
惣
牛
馬
数
改
幅
」
・
「
各
村
賭
職
業
ノ
者
取
調
達
」
が
あ
る

ほ
か
、
前
掲
「
肥
後
藩
の
農
業
栂
造
』
に
は
中
村
手
永
村
々
の
「
惣

産
稼
稲
し
ら
べ
番
」
を
収
録
し
て
い
る
。

（
皿
）
内
村
政
光
氏
『
肥
後
藩
の
農
村
制
度
」
、
森
下
功
氏
「
肥
後
藩
手

永
惣
庄
屋
一
覧
」
、
花
岡
興
輝
氏
「
近
世
初
期
の
手
永
の
諸
問
題
」

（
「
肥
後
細
川
藩
の
研
究
』
所
収
）

（
ｕ
）
熊
本
市
新
南
部
町
南
部
賎
雄
氏
蔵
「
戸
島
村
地
方
並
色
々
手
鑑
」

。
「
上
南
部
村
地
方
手
鑑
」
、
下
益
城
郡
松
橋
町
秋
岡
隆
漣
氏
蔵

「
小
野
手
鑑
」
、
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
醸
岡
文
番
、
「
賭
用
手
鑑
帳

通
底
分
」
、
芦
北
郡
芦
北
町
岩
崎
茂
氏
蔵
「
湯
浦
手
永
大
川
内
懸
高

反
別
御
鰻
」
、
下
益
城
郡
城
南
町
西
沢
氏
蔵
「
坂
本
村
手
艦
帳
」

（
皿
）
手
鑑
に
記
戦
さ
れ
る
内
容
を
、
天
保
十
年
の
上
益
城
郡
矢
部
手
永

９



緬
底
村
「
諸
用
手
鑑
帳
」
に
み
れ
ば
、
１
村
役
人
、
２
高
反
別
物

成
、
３
竃
数
、
４
救
之
面
々
、
５
村
入
込
之
次
第
、
６
救
之
面
々
、

７
五
人
組
頭
、
８
至
貧
心
附
米
配
当
、
９
初
寄
し
ら
べ
方
、
川
御
用

申
継
賃
銀
、
ｕ
高
極
之
節
人
数
、
皿
御
山
見
分
立
会
、
週
生
竃
数
、

Ｍ
賭
公
役
順
番
、
賜
賭
出
夫
銭
、
脆
御
山
薮
、
Ⅳ
五
月
出
銀
、
肥
寸

志
籾
高
覚
、
囚
商
札
、
加
諸
山
初
穂
の
卯
項
目
で
、
村
内
の
大
概
の

こ
と
は
知
ら
れ
る
。

（
週
）
松
本
「
諸
達
物
等
日
限
録
」
（
年
報
熊
本
近
世
史
昭
和
“
隼
）

（
皿
）
惣
庄
屋
の
妃
録
と
し
て
、
「
菊
池
郡
深
川
手
永
惣
庄
屋
年
中
行
碩

記
」
（
「
肥
後
藩
の
政
治
」
所
収
）

（
脂
）
阿
蘇
郡
小
国
町
北
里
篤
氏
蔵
「
北
里
手
永
略
手
鑑
」
は
北
里
寛
三

郎
が
会
所
詰
の
と
き
会
所
で
暇
々
に
写
し
た
と
い
う
。

（
脆
）
内
村
政
光
氏
『
肥
後
藩
の
農
村
制
度
』
所
収

（
Ⅳ
）
一
本
は
藤
沢
市
圭
室
文
雄
氏
蔵
、
一
本
は
熊
本
市
蓮
台
寺
町
古
閑

孝
氏
蔵

（
肥
）
前
掲
『
肥
後
藩
の
政
治
』

（
⑲
）
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
山
鹿
・
中
村
手
永
手
鑑
」
（
本
題
は
、

天
保
九
年
戊
七
月
、
御
巡
見
様
略
手
控
Ⅱ
『
肥
後
藩
の
農
村
構
造
」

所
収
）
が
あ
る
。
ほ
か
に
未
刊
数
菰
あ
り
。

（
加
）
荒
尾
市
日
出
区
、
原
口
昇
氏
蔵
、
天
保
九
年
（
御
巡
見
様
略
手

鑑
）

（
皿
）
内
村
氏
『
前
掲
番
』
所
収

（
〃
）
鎌
田
浩
氏
「
肥
後
藩
の
給
知
制
」
（
熊
大
「
法
文
鏡
鐙
」
ｕ
号
）

（
”
）
松
本
「
肥
後
藩
地
方
知
行
制
の
一
考
察
」
（
熊
本
県
高
校
社
会
科

研
究
会
、
「
研
究
紀
要
」
創
刊
号
）

（
型
）
前
掲
「
肥
後
藩
の
農
村
樹
造
』
所
収

（
お
）
下
益
城
郡
松
橋
町
、
秋
岡
隆
穂
氏
蔵

（
妬
）
熊
本
市
黒
髪
町
、
松
山
裕
祐
氏
蔵

（
刀
）
鹿
本
郡
鹿
央
町
、
鹿
史
町
役
場
蔵
、
「
明
和
７
年
玉
名
郡
中
富
手

永
御
給
知
当
御
免
御
帳
」

（
犯
）
安
政
２
年
飽
田
既
麻
御
郡
代
で
あ
っ
た
。

（
”
）
宇
土
支
藩
は
正
保
３
年
細
川
立
孝
の
息
宮
松
（
帯
刀
・
丹
後
守
）

に
宇
土
三
万
五
千
石
を
分
知
し
て
成
立
し
た
。

（
加
）
下
益
城
郡
城
南
町
鰯
『
城
南
町
史
』
所
収
、
「
略
鑑
」

（
弧
）
松
本
蔵

（
犯
）
熊
本
大
学
図
書
館
受
配
、
永
腎
文
庫
、
延
享
三
年
「
覚
帳
」

（
羽
）
前
掲
『
肥
後
藩
の
経
済
栂
造
』
所
収

（
狐
）
芦
北
郡
芦
北
町
、
伊
藻
武
知
氏
蔵

（
弱
）
熊
本
近
世
史
料
鐙
雷
、
松
本
・
城
後
尚
年
校
訂
『
肥
後
国
中
寺
社

御
家
人
名
附
」

（
苑
）
藤
沢
市
、
圭
室
文
雄
氏
蔵

（
諏
）
熊
本
市
大
江
町
、
森
田
誠
一
氏
蔵

（
犯
）
熊
本
大
学
図
密
館
蔵

（
”
）
熊
本
市
花
園
七
丁
目
、
森
下
功
氏
蔵

（
伽
）
松
本
「
肥
州
録
に
つ
い
て
」
（
『
肥
後
国
地
誌
集
』
解
題
）

（
“
）
熊
本
地
歴
研
究
会
覇
『
肥
後
郷
土
史
識
演
集
、
第
二
集
』

（
蛇
）
「
肥
州
録
」
「
肥
集
録
」
は
宣
孝
公
の
手
鑑
を
さ
し
、
広
く
流
布

し
た
の
で
熊
本
県
立
図
番
館
、
熊
本
女
子
大
学
な
ど
に
多
数
蔵
さ
れ

10



１
郷
高
と
現
高

肥
後
藩
初
期
の
村
落
構
造
の
研
究
で
は
、
極
め
て
初
歩
的
な
段
階
で
混
乱
が

み
ら
れ
ろ
。
そ
れ
は
史
料
に
表
わ
れ
る
村
高
が
郷
高
で
あ
る
か
、
現
高
で
あ
る

か
を
砿
忍
し
な
い
で
村
落
柵
造
が
蹄
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
世
肥
後
藩
の

初
期
村
落
構
造
で
は
、
天
正
・
慶
長
・
慶
長
九
年
の
検
地
幅
と
寛
永
期
の
地
撫

帳
・
人
畜
帳
を
使
っ
て
、
比
較
検
肘
し
て
村
落
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
が
と
ら

れ
て
い
る
。

な
か
で
も
慶
長
九
年
の
検
地
帳
は
も
っ
と
も
広
汎
に
残
っ
て
い
る
だ
け
に
、

同
時
代
に
つ
い
て
は
地
理
的
・
地
域
的
な
特
色
が
浮
彫
り
に
さ
れ
る
し
、
歴
史

的
に
は
他
の
時
期
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
時
代
的
変
遷
を
見
る
の
に
好
都
合
で

あ
っ
た
。
而
し
て
小
野
重
雄
氏
は
「
飽
田
郡
賭
村
の
慶
長
九
年
と
同
十
三
年
の

検
地
諸
帳
を
分
析
し
た
際
に
、
我
々
の
関
心
と
注
意
を
惹
い
た
こ
と
は
、
検
地

帳
登
録
人
が
僅
か
数
年
の
み
を
距
て
る
に
す
ぎ
ぬ
両
帳
に
お
い
て
、
全
く
、
な

い
し
、
殆
ん
ど
一
変
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
「
そ
れ
と
対
比
し
て
み
る

と
き
、
こ
の
伊
倉
村
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
天
正
十
七
年
か
ら
慶
長
九
年
と
い

う
十
数
年
を
距
て
て
い
な
が
ら
旧
帳
の
登
録
人
殆
ん
造
塗
員
が
そ
の
ま
ま
登
録

人
と
し
て
慶
長
九
年
の
帳
面
に
も
姿
を
現
わ
し
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
、
両
帳

の
性
格
に
輪
及
し
て
い
る
が
、
一
般
に
は
両
帳
の
性
格
の
相
違
は
論
ぜ
ら
れ
ぬ

ま
ま
に
対
比
さ
れ
た
た
め
、
初
期
村
落
に
つ
い
て
の
理
解
に
混
乱
が
生
じ
た
。

右
の
如
き
検
地
帳
の
性
格
は
花
岡
興
趣
氏
が
慶
長
九
年
の
検
地
帳
は
天
正
検

二
手
鑑
の
村
高
に
つ
い
て

て
い
る
。

地
に
依
拠
し
て
作
成
さ
れ
た
郷
帳
高
に
合
せ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

（
梢
》

を
明
ら
か
に
し
て
解
決
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
近
世
史
料
に
お
い
て
も
原
典
批

判
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
肥
後
藩
全
域
の
村
高
を
全
時
代
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
同
じ

よ
う
な
混
乱
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
「
肥
後
国
郡
高
薦
置
「
肥
後

《
帽
、

藩
手
永
高
一
覧
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
細
川
氏
入
国
か
ら
元

禄
十
四
年
ま
で
を
郷
帳
高
で
表
示
し
、
以
後
は
現
高
で
示
し
て
い
る
。
こ
の
場

合
緬
者
は
郷
高
と
現
高
の
区
別
を
注
記
し
て
い
る
が
、
単
純
に
比
較
す
れ
ば
元

帳
計
皿
毒
嘩
癖
韮
誹
啄
郷
躍
藩
は
飛
踊
的
に
発
展
し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受

以
上
例
示
し
た
よ
う
に
微
視
的
な
研
究
に
お
い
て
も
現
在
ま
で
の
村
落
研
究

で
は
、
ま
ず
出
発
点
に
郷
高
を
あ
げ
て
、
つ
ぎ
に
村
落
発
展
の
姿
と
し
て
現
高

に
ふ
れ
る
と
い
う
研
究
方
法
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
傾
向
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
、
手
鑑
の
場
合
に
も
検
討
し
た
よ
う

に
、

１
、
近
世
を
通
じ
て
諸
記
録
に
郷
高
記
餓
の
も
の
と
現
高
記
賊
の
も
の
が
併

用
さ
れ
て
い
る
。

２
、
と
く
に
公
的
（
対
幕
府
）
記
録
で
あ
る
「
肥
後
国
郷
鍵
印
）
に
よ
っ
て
各

期
の
郷
高
が
肥
後
藩
全
域
を
網
鯉
し
て
把
握
で
き
る
。

３
、
初
期
・
中
期
に
現
高
記
賊
の
妃
録
に
乏
し
く
信
頼
度
に
不
安
が
あ
る
。

４
、
検
地
賭
鰻
が
不
揃
い
の
た
め
各
期
に
わ
た
る
全
藩
全
郡
の
数
値
が
得
ら

れ
な
い
。

５
、
郷
村
帳
の
村
と
検
地
諸
帳
の
村
が
頼
畢
詮
舞
ろ
た
め
対
比
が
困
難
で
あ

る
。

１１



（
別
）

し
、
そ
の
後
本
田
・
新
田
改
め
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
高
は

本
田
高
義
刀
弐
千
百
六
拾
六
石
材
殻
妬
谷
数
６

新
田
高
弐
万
千
七
拾
六
石
七
斗
村
数
測
谷
数
６

合
四
万
参
千
弐
百
四
拾
壱
石
七
斗

で
あ
っ
た
。
惣
高
の
約
卵
％
が
新
田
で
あ
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
知
行
高
Ｉ
郷
高

は
幕
末
ま
で
弐
万
二
千
百
石
で
あ
り
、
寛
永
以
前
の
新
田
で
も
郷
高
に
繰
り
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

現
高
は
「
御
免
方
大
意
」
に
は
「
田
畑
上
・
弗
野
）
下
位
々
二
産
出
之
石
盛
を

積
て
現
高
と
唱
、
宝
暦
地
引
合
以
後
取
扱
之
高
也
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
郷
村

帳
の
高
に
対
応
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
細
川
氏
入
国
直
後
か
ら
の

（
弱
）

高
表
示
で
あ
っ
た
。
そ
の
由
来
を
二
郡
府
旧
記
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

一
つ
。

（
前
略
）
清
正
公
都
合
五
拾
四
万
石
御
所
勘
被
成
、
度
々
御
検
地
被
ｍ
江
悩
、

慶
長
九
年
に
御
給
知
相
尭
申
候
由
、
…
中
略
…
、
右
御
検
地
前
々
田
畑
畝

数
に
御
国
中
一
同
に
此
高
種
一
一
て
徽
切
二
何
程
と
相
塞
申
候
、
是
を
御
先
代

よ
り
之
現
高
と
申
候
、
忠
広
様
御
代
も
右
之
通
ニ
テ
御
座
侯
、

こ
う
し
て
細
川
氏
に
引
継
が
れ
た
現
高
が
江
戸
全
期
を
通
じ
て
肥
後
藩
を
表
示

す
る
第
二
の
高
と
な
っ
た
。
こ
の
時
細
川
藩
に
引
継
が
れ
た
高
は
賭
書
で
異
な

っ
て
お
り
、
七
十
二
万
石
と
も
七
十
五
万
石
と
も
さ
れ
、
に
わ
か
に
断
定
し
難

い
。
近
世
各
期
の
現
高
を
表
示
し
た
も
の
が
第
２
裏
で
あ
る
。

な
ど
の
諸
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
基
本
的
に
は
、
郷
高
と
現

高
と
が
全
く
異
な
っ
た
基
型
で
あ
る
こ
と
へ
の
理
解
が
浅
か
っ
た
こ
と
に
起
因

す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

郷
高
と
現
高
と
は
同
時
に
鯖
ぜ
ら
れ
ろ
問
題
で
は
な
い
。
細
川
氏
入
国
当
時

か
ら
す
で
に
現
高
七
四
万
石
に
よ
る
把
握
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、

肥
後
国
郷
帳
出
来
申
候
間
進
之
上
二
可
申
ハ
、
越
中
拝
領
之
刻
ハ
七
拾
五
万

石
之
少
内
二
而
拝
領
仕
候
故
、
知
行
を
五
拾
四
万
石
ニ
直
シ
候
故
、
何
モ
古

へ
肥
後
代
二
仕
上
侯
郷
幌
ハ
大
形
加
織
に
て
御
座
候
由
申
二
付
承
分
申
上
候

緋
鞭
窪
鮎
雛
鵠
綜
灘
碑
識
藻
）
（
瀧
謹
時
右
之
高

に
み
る
よ
う
に
、
知
行
高
（
御
判
物
高
）
と
し
て
公
許
さ
れ
た
高
五
十
四
万
石

壷
錘
礎
と
し
肥
後
（
加
藤
忠
広
）
代
の
郷
帳
に
準
拠
し
て
郷
高
を
決
め
て
い

る
。
藩
内
に
お
い
て
は
そ
の
取
扱
い
は
「
公
錨
御
鰻
面
前
之
高
二
而
当
時
通

用
無
御
座
」
「
当
時
ハ
名
目
計
二
而
通
用
無
之
」
高
詫
あ
っ
た
。
幕
末
に
は
郷

高
の
理
解
に
も
混
乱
が
生
じ
て
お
り
、
土
貢
管
見
録
で
は

手
永
々
々
之
会
所
二
有
之
候
郷
村
高
頓
・
今
高
根
を
以
考
合
候
ヘ
ハ
、
公
儀

御
役
人
衆
御
尋
之
節
申
達
侯
村
高
ハ
郷
村
頓
前
之
高
な
れ
パ
、
公
儀
御
帳
面

之
高
を
郷
高
と
唱
候
棟
二
も
相
聞
へ
申
侯
、
然
共
郷
村
帳
前
之
高
都
合
し
て

七
拾
五
万
石
余
と
成
候
哉
五
拾
六
万
石
余
二
成
侯
哉
於
御
郡
謬
り
不
申
候

と
し
、
田
賦
考
で
は
「
郷
高
と
は
七
拾
五
万
三
千
石
余
之
高
を
一
ご
と
考
え
て

い
ろ
。
郷
高
を
郷
村
帳
前
の
高
と
す
れ
ば
、
寛
永
・
正
保
・
元
禄
の
郷
村
帳
は

前
述
の
よ
う
に
御
判
物
高
五
十
四
万
石
に
合
致
す
る
高
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
郷
高
（
表
高
）
表
示
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
す
廟
例
は
人
吉
藩
で

あ
る
。
人
吉
藩
で
は
寛
永
十
一
年
七
月
に
前
々
の
高
辻
の
通
り
に
朱
印
を
頂
戴

1２



出
典
※
１
、
元
和
八
年
「
加
醗
氏
侍
帳
」
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
、

※
２
、
寛
永
九
年
十
二
月
二
十
五
日
「
肥
後
国
郡
商
目
録
付
御
郡
奉
行
」

（
『
御
郡
方
文
書
』
所
収
）
熊
本
大
学
図
番
館
受
配
、
永
青
文
庫
、

※
３
、
慶
安
四
年
九
月
廿
八
日
「
御
国
中
本
高
新
地
惣
高
鰻
」
、
全
右
、

※
４
、
享
保
六
年
五
月
写
「
肥
後
国
略
手
鑑
」
芦
北
郡
芦
北
町
伊
藤

武
知
氏
蔵
、

※
５
、
享
保
十
三
年
「
新
緬
肥
後
国
志
草
稿
」
松
本
蔵

※
６
、
宝
暦
頃
「
御
国
中
高
附
」
（
「
肥
後
国
中
寺
社
御
家
人
名
附
」
所

収
）

※
７
、
明
和
七
年
「
御
国
中
高
附
」
（
「
井
田
桁
義
」
所
収
）
松
本
蔵
、

※
８
、
文
化
元
年
写
「
小
国
北
里
手
永
手
鑑
」
阿
蘇
郡
小
国
町
、
後
藤

美
道
氏
蔵
、

※
９
、
文
政
七
年
写
「
正
院
手
永
略
手
鑑
」
鹿
本
郡
植
木
町
、
津
野
田

亨
氏
蔵
、

※
皿
、
墓
永
五
年
写
「
御
国
中
田
畑
高
物
成
一
紙
帳
」
（
「
肥
後
藩
の

経
済
栂
造
」
所
収
）
、

第２表史料別にみた郡 商

１３

こ
れ
に
よ
っ
て
肥
後
藩
の
郡
村
が
現
高
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
よ
う
。
郷
高
が
公
儀
通
用
の
公
式
高
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
藩
内
で
は
現

高
に
よ
る
郷
村
帳
Ｉ
今
高
根
が
通
用
し
て
い
た
し
、
そ
の
現
高
は
約
二
％
程
度

の
誤
差
を
含
ん
で
い
る
が
幕
末
ま
で
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
通
用
し
た
。
幕
末

に
お
い
て
郷
高
に
混
乱
が
み
ら
れ
た
の
は
、
幕
府
へ
の
郷
村
帳
の
ほ
か
に
郡
方

で
は
現
高
に
よ
る
郷
村
帳
Ⅱ
今
高
帳
が
あ
り
、
藩
内
行
政
に
は
専
ら
こ
の
帳
が

用
い
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ろ
。

つ
ぎ
に
現
高
が
近
世
を
通
じ
て
変
更
さ
れ
て
な
い
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

1622

元和８
1632

寛永９
1651

慶安 ４
1721

享保６
1728

享保1３
1750頃
宝暦

1768

明和７
1804

文化元
1824

文政 ７
1851

嘉永４

郡
″
〃
〃
〃
〃
〃
郷
蘇
国
城

鎚
癖
蛙
塞
誌
鈍
嵯
南
阿
小
上益
郡

ｒ士哩ｑＸ

郡
宇土郡
八代〃
芦北〃

12郡計

豊後

総計

宇土領

70,429
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25,676
14,201
48,505
26,584
35,405

63,046

181，
050

34,196
61,777
19,383

08,734
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31,840

麹
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０
０
６
０
９
８
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１
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４
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第３表御国中本高・新地惣高 を
提
起
す
る
。
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
現
高
は
藩
を
表
示
す
る
第
一
一
の
高
で
あ

り
、
決
し
て
折
々
の
現
実
の
郷
村
高
を
反
映
し
た
表
示
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
藩
内
通
用
の
公
式
表
示
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

（
師
）

の
点
は
し
ば
し
ば
内
検
高
と
し
て
表
示
さ
れ
る
賭
藩
の
現
高
と
異
な
っ
て
い
る
。

第
３
表
に
示
す
「
御
国
中
本
高
新
地
惣
高
峰
唖
）
（
以
下
惣
高
帳
と
よ
ぶ
）
に

よ
れ
ば
、
惣
有
高
七
五
万
一
一
一
七
一
一
一
九
石
余
は
寛
永
九
年
の
上
使
御
衆
引
渡
高
七

四
万
六
四
○
石
と
寛
永
十
年
以
来
新
地
出
高
の
う
ち
御
知
行
割
り
に
加
り
申
分

一
万
三
○
九
八
石
余
の
計
で
あ
り
、
寛
永
十
年
以
来
の
新
地
方
一
万
三
二
七
四

石
は
有
高
の
ほ
か
に
計
上
さ
れ
た
ほ
か
、
「
右
之
外
野
開
・
苅
畑
畝
物
壱
年
作

之
類
ハ
其
年
々
一
一
多
少
御
座
侯
」
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
惣
高
帳
に
お

け
る
新
地
の
扱
い
に
二
様
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る

か
明
ら
か
で
な
い
。

そ
の
よ
う
な
不
明
の
点
を
浅
し
な
が
ら
も
、
こ
の
惣
高
幅
は
、
現
高
の
原
形

を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
以
後
の
本
方
（
蔵
納
地
・
知
行
地
お
よ
び
上
知
を
総

称
す
る
）
と
新
地
・
諸
開
地
の
三
つ
の
形
態
へ
の
分
化
を
示
す
最
初
の
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
而
し
て
現
高
（
有
高
）
は
新
地
方
・
出
高
を
一
部
繰
入
れ
た
本

方
の
高
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

一
、
肥
後
国
現
高
七
拾
五
万
三
千
三
百
十
石

土
免
五
シ
弐
歩
八
朱
余

外
一
一

一
、
新
地
方
高
九
千
弐
百
五
拾
石

一
、
在
々
よ
り
之
諸
運
上
現
米
三
千
五
百
拾
石

一
、
蔵
納
高
三
拾
万
弐
百
五
拾
弐
石

一
、
配
知
同
四
拾
六
万
弐
千
三
百
八
石

右
故
越
中
守
代

一
、
土
免
右
同

一
、
新
地
増
高
九
百
弐
拾
五
石

一
、
諸
運
上
増
現
米
七
千
四
百
七
拾
石

1４

石

297524.67031

456214.45146

(468797.34390

外二2148.44954

539.69022

高合7 3739.12177

740640.40400

13098.71777

外二13274.77630

（
8951.60983

830.32191

3492.84452

蔵納

配知

撫高）

寛永九己前二諸屋敷万引高分

寛永十己来右同断

有高

寛永九二上使御衆引渡高

差引寛永十己来新地出高御知行割二ｶﾛﾘ申分

寛永十巳来新地方

地
高

新
出

永荒開



は
牟
田
方
地
撫
根
・
野
開
根
が
別
根
と
し

て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
牟
田
方
は
玉
名
郡

小
田
手
永
に
多
く
み
ら
れ
る
が
、
大
浜
村

《
制
》

報
灘
雌
加
灘
鵬
鰭
澱
聴

灘
撫
鮎
繍
燐
雛
鴻
縮

ろ
。
ま
た
野
開
は
飽
田
郡
五
町
手
永
に
見

え
、
馬
出
村
ほ
か
八
ケ
村
で
地
撫
帳
と
野

開
哩
哩
併
存
が
み
ら
れ
説
「
郡
府
旧

記
」
に
寛
永
十
一
年
納
分
と
し
て
、
米
一

四
七
九
四
石
余
銀
五
四
貫
一
六
六
匁
が
計

上
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
新
地
・
野
開

か
ら
納
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

地
撫
を
「
拾
芥
圃
記
」
に
い
う
「
古
を

見
合
畝
の
広
狭
を
平
均
し
位
の
甲
乙
を
改

め
竿
を
入
事
に
も
古
帳
曙
鍔
改
廷
》
）
地

押
と
同
じ
意
味
だ
と
す
れ
ば
、
現
高
は
先

一
、
蔵
納
ノ
減
高
千
五
百
弐
拾
石

一
、
配
知
ノ
増
同
千
五
百
弐
拾
石

右
肥
後
守
代

、
土
免
四
シ
八
歩
九
朱

一
、
新
地
増
高
壱
万
三
千
弐
百
七
拾
石

一
、
諸
運
上
減
現
米
八
千
三
百
拾
石
八
斗

一
、
蔵
納
ノ
減
高
弐
万
三
千
四
百
九
拾
弐
石

一
、
配
知
蕊
越
悪
崎
垂
一
千
四
百
九
拾
弐
石

藷
罷
器
蕊
鑑
鱈
蕊
霊
霊
蕊
睦

方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
御
蔵
納
に
繰
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
現
高
は
増

加
す
る
も
の
と
塗
鰐
し
て
い
る
が
、
こ
の
数
字
は
現
高
と
新
地
方
。
諸
運
上
を

示
し
た
も
の
で
、
そ
の
記
餓
か
ら
第
４
表
の
如
く
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
而
し

て
現
高
は
七
五
三
三
一
○
石
と
明
示
し
な
が
ら
蔵
納
三
○
○
二
五
二
石
と
配
知

四
六
二
三
○
八
石
の
計
が
現
高
に
新
地
方
を
加
え
た
七
六
二
五
六
○
石
と
一
致

す
る
が
、
そ
れ
は
知
行
割
に
加
わ
る
分
が
入
る
か
ら
で
な
い
か
。
・
こ
こ
で
は

調
廓
畦
坤
謂
諏
認
塞
癖
蝉
誹
詫
誇
鋸
》
密
濡
霊
率
畔
奉
淫
鋸
準
雪
症
》
韮
歴
噛
蝿
濡

納
同
様
の
取
扱
い
に
な
る
の
で
、
そ
の
窟
味
で
は
御
蔵
納
に
入
り
、
西
山
氏
の

脱
は
間
遮
っ
て
は
い
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
新
地
方
は
そ
の
後
も
必
ず
新
地

方
と
し
て
の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
現
高
に
繰
入
れ
、

現
高
の
増
加
と
み
な
す
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
地
目
別
の
捉
え
方
は
検
地
根
の
作
成
方
式
で
も
み
ら
れ
る
処
で
、

代
の
村
高
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
「
郡
府

第４表現高・新地方・諸運上

ぎ
な
い
が
、
寛
永
期
の
も
の
で
は
、
木
田

畑
の
田
畠
地
撫
帳
に
対
し
て
新
堪
錘
ろ
い

1５

慶
長
期
の
も
の
に
は
村
名
の
み
又
は
検
地

岨
と
あ
る
も
の
が
圧
倒
的
で
、
新
地
に
つ

い
て
は
全
く
な
く
野
開
が
二
冊
あ
る
に
す

現高

高 免
新地 方 賭運上

故越中守代

肥後守代

当越中守代

753,310石

″
″

0.5028

0.5028

0.4089

9,250石

10,175

23,445

3,510石

10,980

2,669.2



２
手
鑑
の
村
高

現
高
は
藩
に
お
け
る
第
二
の
高
と
し
て
ほ
ぼ
固
定
し
て
お
り
、
郡
単
位
で
も

大
き
な
変
化
が
な
い
と
な
れ
ば
当
然
村
高
も
固
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
細
川
氏
は
入
国
以
来
、
寛
永
期
の
地
撫
・
宝
暦
期
の
地
引
合
。
天
保
期
の

地
押
と
三
度
の
内
検
を
行
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
内
検
と
村
高
と
が
如
何
な
る

関
係
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

村
高
の
検
討
に
先
だ
っ
て
、
手
鑑
記
職
の
村
高
が
従
来
ど
の
よ
う
に
評
価
さ

れ
て
い
た
か
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
昭
和
三
○
年
か
ら
十
一
一
・
三
種
に
お
よ
ぶ

（
耐
）

手
鑑
を
紹
介
さ
れ
た
圭
室
諦
成
氏
は
、
手
鑑
に
記
賊
さ
れ
た
車
項
か
ら
徴
税
資

料
と
し
て
の
性
格
を
有
し
た
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
そ
の
数
値
の
も
つ
意
味

に
つ
い
て
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
。
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
手
鑑
の
成
立
年
代
に
つ

い
て
は
逐
一
そ
の
時
期
を
比
定
し
て
お
り
、
手
鑑
の
も
つ
数
値
の
時
代
性
を
考

恵
に
入
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ろ
。
ま
た
、
書
入
れ
・
訂
正
に
関
連
し
て
「
何

（
両
）

十
年
か
す
る
う
ち
に
は
訂
正
が
き
か
な
く
な
っ
て
写
し
直
し
た
も
の
ら
し
い
」

と
指
摘
し
、
手
鑑
記
職
事
項
の
変
更
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
氏
の
場
合
に

は
郷
高
記
職
の
巡
見
使
手
鑑
を
も
通
常
の
手
鑑
と
同
一
に
し
て
何
ら
説
明
が
み

ら
れ
な
い
と
こ
ろ
を
み
ろ
と
、
内
容
の
検
討
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
の
か
も
知

旧
記
」
は
地
撫
を
そ
の
よ
う
に
解
し
て
「
御
国
中
之
撫
之
内
検
地
被
仰
付
、
五

ヶ
村
三
ヶ
村
宛
組
合
庄
屋
御
百
姓
エ
蛤
、
坪
々
小
竿
を
打
有
畝
に
御
先
代
よ
り

之
村
高
を
割
賦
仕
侯
、
高
ハ
違
不
申
」
と
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
新

地
・
野
開
は
別
個
の
地
撫
幅
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
し
、
噸

実
、
宝
暦
の
地
引
合
で
は
射
唾
と
に
本
方
（
御
蔵
納
・
給
知
）
と
新
地
方
お
よ

び
野
開
の
一
一
一
冊
の
地
引
合
帳
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

れ
な
い
。

荒
謡
輔
擁
謹
離
瀧
壷
雫
測
錦
繍
鶏
鑑
蛎
濡
瀬

（
書
写
さ
れ
た
時
期
唾
ｌ
箪
者
注
）
若
干
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
写
し
た
時

に
は
こ
の
統
計
で
不
都
合
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
古
い
と
い
っ
て
も
数

年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
述
べ
て
い
ろ
。
手
鑑
が
村
の
実
態
を
述
べ
る
も

の
で
あ
れ
ば
当
然
開
発
に
よ
っ
て
村
高
に
変
化
が
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
逆

に
村
の
実
態
を
反
映
す
る
か
ら
こ
そ
手
鑑
は
近
世
農
村
研
究
の
基
本
文
献
と
し

て
の
評
価
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
田
辺
氏
の
意
見
は
手
鐙
記
餓
の
統
計
に
関

す
る
理
解
を
代
表
す
る
見
解
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

一
方
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
村
高
の
固
定
化
を
指
摘
し
、
垂
郵
に
よ
っ
て

鑑
雛
調
濡
畿
譲
輔
難
慰
謝
輪
鰯
誕
膨
埋

こ
の
結
鋪
を
導
い
て
い
る
。

ま
ず
手
鑑
統
計
の
変
化
を
示
す
と
さ
れ
る
番
入
れ
・
弧
り
紙
に
よ
る
訂
正
に

つ
い
て
み
る
と
、
数
種
の
も
の
に
つ
い
て
確
か
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
訂
正
は

第
５
表
に
示
す
ご
と
き
駆
項
で
あ
っ
て
、
村
高
・
物
成
高
に
つ
い
て
は
何
ら
変

更
は
み
ら
れ
な
い
。
土
地
に
関
す
る
数
値
の
変
化
は
稀
で
あ
り
、
し
か
も
賭
開

の
部
分
に
限
ら
れ
て
い
ろ
。
こ
こ
か
ら
も
村
高
の
中
核
部
分
が
固
定
し
て
い
る

こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
手
鑑
に
お
け
る
村
高
の
変
化
を
元
禄
峰
”
）
寛
政
ｕ
・
文
化
一
涯
函
）
明
治

（
印
》

３
年
と
各
期
の
手
鑑
が
残
っ
て
い
る
小
国
北
里
手
永
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
る

と
、
物
成
納
で
あ
る
本
方
・
新
地
は
宮
原
町
を
除
い
て
、
元
禄
皿
年
以
来
明
治

３
年
ま
で
高
・
物
成
・
免
・
田
畑
面
菰
す
べ
て
全
く
変
化
な
く
、
又
こ
れ
を

i・ 1６



第５ 表手 鑑に おけ る審改め個所

「
新
扇
肥
後
国
志
草
稿
」
と
合
せ
て
み
ろ
と
本
方
と
草
稿
の
い
う
村
高
と
は
完

全
に
一
致
す
る
（
第
６
表
参
照
）
・
手
鑑
の
村
高
は
本
方
高
で
あ
る
こ
と
が
砿

実
で
あ
る
。
北
里
手
永
の
場
合
本
方
の
股
定
を
知
る
寛
永
地
撫
帳
が
な
い
の

で
、
後
期
の
手
鑑
で
村
高
が
掴
め
る
既
麻
郡
本
庄
手
永
で
地
撫
帳
の
高
と
手
鑑

の
高
を
検
討
し
て
み
る
と
、
寛
永
地
撫
隈
が
残
っ
て
い
る
十
二
ヶ
村
の
う
ち
八

ケ
村
で
一
致
が
み
ら
れ
（
第
７
表
参
照
）
、
し
か
も
寛
永
地
撫
帳
の
村
高
は
慶
長

期
の
検
地
帳
高
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
、
手
鑑
に
み
る
村
高
が
固
定
し
た
の
は

慶
長
期
だ
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
前
に
掲
げ
た
郡
別
現
高
一
覧
の
傾
向
と
一

致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
寛
永
の
地
撫
の
本
方
高
と
「
肥
後
国

志
草
稿
」
村
高
と
手
鑑
の
村
高
と
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
も

し
地
撫
根
・
手
鑑
を
欠
く
村
の
場
合
で
も
、
肥
後
全
域
を
網
羅
し
て
い
る
国
志

草
稿
の
村
高
（
森
本
一
瑞
の
『
肥
後
国
睦
』
は
草
稿
の
村
高
を
そ
っ
く
り
踏
璽

し
て
い
る
）
か
ら
寛
永
期
の
本
方
高
を
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
宝
暦
の
地
引
合
と
の
関
連
を
み
る
と
、
こ
れ
は
寛
永
の
地
撫
以
来

「
百
余
年
来
其
侭
に
て
被
閣
、
地
方
之
動
き
は
其
後
出
来
之
名
寄
帳
迄
を
取
扱

灘
鱗
霧
嬬
蕊
灘
熱
篭

以
後
の
村
高
の
基
翠
と
し
た
の
で
あ
る
。

本
方
は
寛
永
の
地
撫
で
村
高
と
確
定
し
た
ほ
か
、
新
地
方
も
直
接
の
関
連
史

料
は
得
ら
れ
な
い
が
、
慶
安
四
・
寛
文
四
・
延
宝
八
頃
・
貞
享
元
・
宝
永
八
の

五
度
の
調
塞
鎚
推
測
さ
れ
す
で
に
本
方
同
様
物
成
納
の
取
扱
を
う
け
て
い
る
の

で
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
隠
田
摘
発
が
七
百
余
町
（
そ
れ
も
「
空
地
を
開
地
に

仕
、
無
年
貢
に
耕
作
仕
来
窪
》
で
あ
る
か
ら
新
地
方
に
属
す
る
）
に
止
ま
っ
た

1７

史 料 名 変更個所

元禄15．湯浦手永大川内懸高反別帳

延享５．下益城郡河江手永御給知
高反別帳．

明和５．坂下手永村々田畑高物成反
別帳

文政９．矢部手永略手鑑

天保13．本庄手永略手鑑

天保15．内田手永略手鑑

安政４．仮題（矢部手永略手鑑）

元治元．内牧手永瑠補手鑑

年未詳．深川手永手鑑

文化11．深川・河原手永手鑑

(標題）高反別帳→手鏡御帳
遼数、役人数

(日付）延享5年６月→寛延3年５月→宝暦4年5月
(宛名）西太次平殿→遠藤円次殿．

(奥替)¥和5年写之､佐平
天保１４卯11月斉藤氏三村章太郎殿

庄屋名、村の等級

野開の項→賭畝物、御赦免開、反懸米、荒地起
畝物

竃数、惣人数、牛馬数

九品寺村賭奉公人上納米、大江村鉄砲組開地

錘
垂
塞
職
醒
味

名
名
名
、

、
、

会所役人名

在御家人名、会所役人名

人数、牛馬数

、
、
日
ノ

名
見

在御家人名、会所役人名



面種
町 玖歩

43.34.00

40.76.21

－１８－

高
石

447,261

画：面

川下などである。
の、下段は手鑑の高表示。

野開’班

咽Hg【２浬１ドロ唾【詞ｐｌ町圧区因Ｂ１催、ｍ２狂１同ＴＨ

]０１１；;（

１，１淵淵

【Ⅲ１０．０Ｆ

合併により馬場手永の半田村分が加わったためである。

合 外 惣 合

12,8445 107.50.24 576.4065

510,109

251,495
△254,267

面種’高｜面種 高
石

460.16

△444,509

278,8864

石

12,896

2,9400

町畝1

44.29.12

719,693 101.40.00 722,633

359,08044.55.09
42.62.09

100.98.21
87.97.06

20,9285 48.52.27

42.01.21
41.45.24

26,395

59.55.16
59.36.03

397,3164 27,3476 63.29.06 424,664
△416,952

483,714 42.89.27

143,063

30.58.19
30.1-

14.74.18

324.5059
△311,104

35.88.16

5,792

-

45,6195

227‘271

56.66.12 292.12524,84112

－

1,47766

14.09.06
13.94.00

581,551

440,192 519,83358.01.02号50.29.16
46.34.03

4,625

－

79,641

576,926

36.51.24

30.21.00

60.56.23
55.26.1５

36.63.06

一－

61.01.21.

366,613365,13534



第６表小国北里手永本田・新地・賭開一覧（除馬場手永）

西 牟田

※宮原村のみ寛政11年以降953石4889勺と石高ののびがみられるが、これは小国両手永

第７表寛永地撫帳における元畝・現畝と高（託麻郡本庄手永）

(注） 1．田・畠・合ごとの面秘表示のうち上段は元畝であり、下段が現畝である。
2．外二の内訳は、御寄下、堀川、堤、土取、井手下、河原下、永荒、年々 荒、
3．惣高における△印は、文化８年「既麻郡本庄手永略御手鑑帳」と相違するも

戸

面稲村

山

{Ⅲ DC

－１９－

3ｑ，５８２

九 品寺

平
一
平
一
南
一
長

野
一
田
一
部
一
徹
一
島

鹿渡

西

芳 指 崎

八王寺

元禄 １２年 ｜’
高 物成 免 新地出高

御郡方新
地出高

黒淵村
城村
宮原村
萩原村
西 里村
北里村
柿迫村
小原田村
満願寺村

高間蔦
江古屋村
灰原村

石

721,326
360,437

※580,837
521,014
859,628
791,540
190,173
190,173
738,614
160,000
134,185
239,985
224,198

石

280,296
109,745
166,115
161,700
288,646
252,782
74,982
76,886

255,945
46,172
52,072
67,027
74,949

0.3886
0.3143
0.2859
0.3104
0.3358
0.3194
0.3929
0.4043
0.3465
0.2886
0.3881

0.2993
0.3343

石

6,454
1,763

34,340
2,673
3,342

15,260
2,147
1,030
5,693

0,949
２，１７７
3,802

石

11,352
０，４２４

0,968
0,560

２，９５１

3,694
１，３５
6,584

計 5,712.716 1,907,326 0.3338 79,630 27.883



玉
名
郡
荒
尾
手
永
一
一
一
町
余
御
開

飽
田
郡
横
手
手
永
弐
町
余
御
開

の
十
四
例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
野
開
・
御
赦
免
開
と
は
別
個
に
項
目
を
た
て
て

い
る
処
か
ら
み
て
も
、
い
わ
ゆ
る
干
拓
新
田
に
属
す
る
土
地
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
。
右
の
う
ち
そ
の
名
称
か
ら
云
っ
て
築
造
年
代
が
明
ら
か
な
も
の
は
、

三
軒
屋
御
開
Ⅱ
明
和
三
（
一
七
六
六
）
年
、
敷
川
内
御
開
Ⅱ
明
和
六
年
、
高
田

河
原
御
開
Ⅱ
明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
の
三
例
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
明
和
期

の
築
造
で

書
写
し
た
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
ま
で
に
九
十
年
を
経
過
し
て
、

生
産
力
も
増
大
し
か
つ
安
定
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
に
ま
だ
諸
開
と
し

て
登
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
御
開
も
明
和
以
後
と
思
わ
れ
る
が

そ
れ
ら
が
熟
田
畑
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
、
新
地
方
の
名
目
に
繰
込
ま
れ

て
な
い
（
そ
れ
は
新
田
高
が
変
化
し
て
な
い
こ
と
で
脱
明
で
き
る
）
の
は
《
新

地
方
が
固
定
し
て
い
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

諸
開
の
生
産
力
は
相
当
低
く
見
稲
ら
れ
た
と
見
え
て
そ
の
租
税
負
担
は
徳
米

ま
た
は
上
納
米
と
呼
ば
れ
る
が
、
反
別
最
高
四
斗
八
升
余
、
最
低
一
斗
五
升
程

度
で
あ
り
（
第
８
．
９
表
参
照
）
、
相
当
の
余
力
を
見
込
ん
で
よ
い
の
で
は
あ

る
ま
Ｊ
鋤
。
宝
暦
以
後
に
、
村
々
か
ら
多
く
の
寸
志
が
差
出
さ
れ
、
在
御
家
人

が
輩
出
す
る
の
は
、
賭
開
に
よ
る
余
力
を
考
え
ね
ば
理
解
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
，
手
鑑
に
記
載
さ
れ
る
高
の
う
ち
村
高
（
現
高
）
と
し
て
公

式
に
表
示
さ
れ
る
高
は
本
方
に
限
ら
れ
て
い
る
。
新
地
方
は
本
方
同
然
で
は
あ

っ
て
も
村
高
に
は
含
ま
れ
ず
、
手
鑑
で
も
手
永
集
計
に
だ
け
表
示
さ
れ
て
、
村

ご
と
の
新
地
高
把
握
は
な
か
な
か
困
難
を
伴
う
。
諸
開
が
新
地
よ
り
も
一
そ
う

軽
く
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
高
に
結
ば
れ
ず
年
々
の
収
穫
が
不
安
定
な
た
め
で

あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
村
を
あ
げ
て
新
地
で
あ
る
村
立
新
地
の
場
合
は
、
新
地

の
で
あ
っ
て
、
余
り
効
果
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
宝
暦
地
引
合
の
本

当
の
意
味
は
受
免
制
の
実
施
と
、
諸
開
の
実
態
把
率
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
受
免
制
の
実
施
は
こ
の
時
点
で
は
失
致
迦
、
享
和
一
一
一
（
一
八
○
一
一
一
）
ま

で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
官
職
制
度
考
」
に
「
荒
地
高
宝
暦
中
地
撫

の
時
荒
地
を
改
め
て
記
す
所
の
高
一
万
千
七
百
七
十
一
石
余
物
成
五
千
四
百
八

十
石
余
」
と
あ
り
、
こ
の
高
は
惣
庄
屋
見
分
の
開
で
あ
る
が
、
「
惣
庄
屋
よ
り

改
め
畝
指
て
無
之
」
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
宝
暦
地
引
合
に
よ
っ
て

完
全
に
把
握
さ
れ
た
結
果
「
細
密
祥
悉
無
不
尽
民
間
の
余
沢
此
時
に
感
電
す
る

に
至
っ
た
と
い
う
。

手
鑑
に
は
本
方
だ
け
を
記
す
も
の
も
少
く
な
い
が
、
新
地
方
・
諸
開
を
記
載

す
る
も
の
も
あ
り
、
北
里
手
永
の
事
例
で
は
新
地
方
は
変
化
な
く
、
寛
政
期
と

文
化
期
で
は
諸
開
の
部
分
が
変
化
し
伸
び
て
い
る
。
新
地
方
も
固
定
し
て
い
た

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
嘉
永
四
年
の
高
物
成
惣
一
紙
帳
に
よ
っ
て
諸
開
を
み
る

と
、
畝
物
（
本
方
・
御
郡
方
）
・
野
開
・
御
赦
免
開
・
御
給
人
上
畝
物
・
受
薮

・
御
薮
・
塩
浜
と
並
ん
で
御
開
の
項
目
が
あ
り
、
こ
れ
を
抽
出
し
て
み
る
と

下
益
城
郡
河
江
手
永
二
一
一
四
町
余
住
吉
・
鹿
島
・
三
軒
屋
御
開

八
代
郡
高
田
手
永
一
○
○
町
敷
川
内
御
開

一
三
町
余
麦
島
・
高
田
河
原
開

種
山
手
永
四
四
町
余
御
開

野
津
手
永
一
二
七
町
余
御
開

芦
北
郡
水
俣
手
永
三
○
町
余
御
開

湯
浦
手
永
三
町
余
御
開

宇
土
郡
松
山
手
永
八
○
町

御
開

郡
浦
手
永
八
七
町
余
御
開
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－ ２ １ －

第８表賭御郡古新地、御郡方新地・諸畝物・賭御開一紙聴許

文政１０年11月

－

17544,04,11

5678,825

第９表新地・賭開一寛

慶安4．「御国中本高新地惣高帳」文政１０「賭御郡古新地、御郡方新地、諸畝物賭

御開一紙帳」嘉永4．「御国中田畑高物成惣一紙帳」による

－ －

1４．０４

石

23833,297

４
－

嘉 永

田畑畝数 徳米 反当り

畝
物
上
納

本方宝暦以前

上納〃後

御
郡

宝暦以前

方〃以後

町歩

300.72.16

167.94.14沓

372.12.01

1618.59.06背

石

503.18193

428.00959

873.60309

2867.32341

斗升

1．７０

２．５４

2．３４

１．７７

沓
開

宝暦以前

〃以後

202.30.22

79.48.12

983.77327

357.71353

4．８６

４．５０

郡
方
開

宝暦以前

〃以後

346.58.24

428.68.06

1349.82575

683.20957

3．８９

１．５９

諸 御間 御開

未無上納

1128.76.18

111.74.15

上納米2468.26998 2．１８

慶 安 ４ 宝暦前 文政10

古新地

郡 方新地

石

26373,494

石

22810,218

5638,481

本方上畝物

郡方上畝物

本方開

郡方開

賭間開

未上納無

町歩

300.72.16

372.12.01

202.30.22

346.58.24

町歩

467.67.00を

１９o0.71.07を

281.79.04

775.27.00

1128.76.18

111.75.15

諸開計
野開苅畑畝物
－年作アリ

1121.74.03 4755.96.15



な
が
ら
村
高
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
ろ
。
次
に
そ
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
永
の
項
）
の
ほ
か
、
阿
蘇
郡
内
牧
手
永
で
は
、
永
草
村
、
乙
姫
村
な
ど
が
「
新

知
高
ア
リ
」
と
し
て
村
高
が
示
さ
れ
ず
に
村
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

３
村
立
新
地

ら
の
新
村
は
村
高
が
本
方
で
な
く
村
立
新
地
全
鈍
っ
て
い
る
ほ
か
は
他
と
全
く

『
肥
後
国
志
草
稿
」
に
は
「
一
松
崎
村
長
岡
帯
零
開
田
畑
一
一
一
拾
六
丁
余
」
異
な
ら
な
い
取
扱
を
う
け
て
い
る
．
内
牧
手
永
の
本
方
の
村
と
新
地
の
村
の
妃

「
一
高
子
原
村
長
岡
帯
刀
新
開
田
畑
五
拾
六
丁
余
」
（
以
上
八
代
郡
高
田
手
賊
を
対
比
し
て
み
よ
う
。
（
上
段
本
方
・
下
段
村
立
新
地
）

御
給
知
小
野
田
町
村

一
高
三
石
八
斗

御
土
物
成
壱
石
壱
斗
五
升
壱
合

高
三
シ
壱
分

受
御
物
成
九
斗
三
升
六
合

高
弐
シ
四
分
六
朱
三
厘

田
畝
三
反
八
畝

高
反
壱
石

米
反
三
斗
三
合

仮
反
弐
斗
四
升
六
合
三
勺

新
地
山
畑
新
地

一
高
七
拾
弐
石
弐
斗
壱
升
五
合

御
土
物
成
弐
拾
八
石
九
斗
壱
合

高
四
シ
弐
厘

受
御
物
成
弐
拾
四
石
八
斗
五
升

高
三
シ
四
分
四
朱
弐
厘

田
畝
五
町
三
反
弐
拾
壱
歩

高
反
壱
石
壱
斗
三
升
六
合

米
反
四
斗
四
升
七
合
四
勺

御残受御高
土高畑田御土百

窪満内鱈懸鰐鱗§並”
葵舗獣 鑑濯濡舗溌綴
石九升升七升升升反五石七三斗新地
三 升四弐畝四弐弐四朱四朱斗九 地
斗三合合拾合合合畝六斗壱六升黒
五 合弐九八九八四廿厘五厘升壱 流

升勺勺歩勺勺勺擾升普合舎腎
良
辰
四

郎
、、夕

2２



仮
反
三
斗
七
升
壱
合
七
勺

畑
畝
六
町
三
反
六
畝
九
歩

高
反
弐
斗
九
升
五
合
六
勺

米
反
八
升
六
勺

仮
反
無御

郡
方
新
地

一
高
五
石
七
斗

御
土
物
成
壱
石
七
斗
六
升
七
合

高
三
シ
壱
分

受
御
物
成
壱
石
六
斗
四
升
弐
合

高
弐
シ
八
分
八
朱

田
畝
五
反
七
畝

高
反
壱
石

米
反
三
斗
壱
升

仮
反
弐
斗
八
升
八
合

庄
屋
給
米
引
高

一
米
壱
斗
九
合

一
同
三
斗
七
合
四
勺
筆
紙

一
同
弐
石
五
斗
三
升
八
合
帳
書

一
同
三
斗
壱
升
八
合
壱
勺
引
高
懸

今
口引

高
四
拾
壱
斗

一
竃
数
三
拾
六
軒

（
マ
、
）

一
男
女
百
五
拾
五
人

竃一一一一受御残米国鳥螺爵数引合同同同米御土高

憲議鐸;圃鍵慧難
合升合合米斗斗合廿九斗斗 石
五八六五引三七九四厘九四梨 四
勺合勺勺高合升勺歩升 斗
八 四
勺 合 合升

弐

署 警 合
懸

2３



小
野
田
町
村
も
御
給
知
（
本
方
）
の
都
合
が
僅
か
三
石
八
斗
の
村
で
あ
る
か

ら
、
村
立
新
地
の
村
で
あ
る
黒
流
町
村
と
の
対
比
の
事
例
と
し
て
適
切
で
な
い

か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
村
は
御
給
知
（
本
方
）
・
山
畑
新
地
（
御
蔵
納
扱
い
）

と
御
郡
方
新
地
（
官
職
制
度
考
で
は
「
郡
間
納
に
な
る
今
小
物
成
に
納
」
と
あ

る
）
の
三
種
、
当
時
の
安
定
し
た
耕
地
の
全
形
態
を
備
え
て
い
る
標
準
的
な
村

で
あ
る
。
黒
流
町
村
の
耕
地
・
庄
屋
・
給
米
・
人
畜
の
割
合
を
こ
れ
と
対
比
し

て
も
差
違
は
み
と
め
ら
れ
な
い

人
畜
の
把
握
に
つ
い
て
は
村
内
の
新
地
方
は

公
役
負
担
は
な
か
っ
た
が
、
村
方
新
地
で
は
公
役
・
出
米
と
も
本
方
同
然
の
仕

甑
が
あ
っ
た
（
「
農
政
陪
乗
集
」
二
六
五
頁
）
か
ら
、
当
然
要
求
さ
れ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
右
に
あ
げ
た
村
立
新
地
の
村
は
す
で
に
「
肥
後
国
志
草
稿
」
Ⅱ

（
享
保
皿
年
）
に
も
記
戦
さ
れ
る
村
で
あ
る
か
ら
不
安
定
な
土
地
で
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

手
永
の
集
計
で
は
村
立
新
地
高
は
新
地
方
の
中
に
含
ま
れ
る
け
れ
ど
も
、
村

と
し
て
の
機
能
の
面
や
租
税
負
担
で
本
方
と
同
じ
取
扱
を
う
け
て
い
る
。
こ
こ

に
み
ら
れ
る
の
は
名
目
上
の
差
違
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
差
違
を
決
定
づ
け

た
も
の
が
寛
永
地
撫
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
玉
名
郡
北
牟
田
村
の
場
合
、
寛

男
七
拾
五
人

女
八
拾
五
人

一
牛
馬
六
拾
弐
疋

牛
弐
拾
五
疋

馬
三
拾
七
疋

蕊
瀧
硝
鯛
や
謂
蕊
哩
離
蒸
糾
率
鴻
斯
濡
蕊

の
村
高
で
表
示
さ
れ
て
い
ろ
。

高
田
手
永
の
手
鑑
が
な
い
の
で
断
言
は
で
き
な
い
が
、
松
崎
村
・
高
子
原
村

も
古
新
地
に
繰
入
れ
ら
れ
明
治
に
及
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
近
世
後
期

に
相
つ
い
で
陸
化
し
た
八
代
海
沿
岸
の
百
町
新
地
・
四
百
町
新
地
・
八
百
町
新

地
の
干
拓
新
田
は
そ
れ
ぞ
れ
文
化
二
年
潮
留
↓
文
化
三
年
割
渡
・
文
政
二
年
潮

（
鯛
》

留
↓
文
政
一
二
年
割
渡
・
文
政
四
年
潮
留
↓
文
政
五
年
割
渡
を
行
な
っ
た
が
、
新

地
と
は
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
、
貢
租
が
上
蝋
で
納
め
ら
れ
、
そ
の
租
率
も

三
分
の
一
程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
野
開
扱
い
で
あ
る
こ
と
が
潟
で
き
る
。

（
第
佃
表
参
照
）
・
こ
れ
ま
た
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。 一

男
女
百
九
拾
九
人

男
百
四
人

女
九
拾
五
人

一
牛
馬
百
拾
五
疋

牛
三
拾
弐
疋

馬
八
拾
三
疋
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（
“
）
小
野
重
雄
氏
「
肥
後
国
天
正
・
慶
長
検
地
帳
の
分
析
ｌ
菊
池
郡
伊

倉
村
お
よ
び
岩
本
村
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
神
奈
川
大
学
「
社
会
科

学
の
方
法
と
諸
問
題
』
所
収
）

（
“
）
花
岡
興
輝
氏
「
肥
後
の
検
地
帳
ｌ
特
に
そ
の
成
立
に
つ
い
て
ｌ
」

（
『
熊
本
史
学
』
”
号
）

（
妬
）
森
下
功
氏
（
『
熊
本
県
史
別
巻
二
』
所
収
）

（
妬
）
久
武
哲
也
氏
「
近
世
肥
後
藩
の
村
落
構
造
と
そ
の
展
開
過
程
ｌ
玉

名
郡
中
富
手
永
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
史
林
』
五
七
巻
二
号
）
は
、
近
世

村
落
栂
造
の
展
開
を
全
時
代
的
な
視
点
で
捉
え
た
労
作
と
思
う
が
、

郷
高
と
現
高
を
混
同
し
て
い
る
た
め
村
落
類
型
自
体
が
狂
っ
て
い

る
。
ま
た
下
益
城
・
宇
土
郡
の
石
高
は
宇
土
支
藩
領
を
含
む
か
は
ず

す
か
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
基
本
的
な

誤
解
は
熊
本
の
近
世
史
研
究
の
欠
陥
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

（
〃
）
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
、
寛
永
十
一
年
「
肥
後
国
郷
帳
」
の
ほ
か
熊

本
大
学
図
書
館
受
託
、
永
青
文
庫
に
、
正
保
三
年
「
肥
後
国
郷
牒
」

寛
文
四
年
「
肥
後
国
之
内
、
豊
後
国
之
内
郷
帳
」
お
よ
び
元
禄
十
二

年
「
御
絵
図
二
御
添
御
評
定
所
江
被
差
上
候
郷
帳
之
控
、
肥
後
国
郷

牒
」
が
あ
る
。

（
帆
）
八
木
田
政
名
「
新
編
車
蹟
通
考
」
の
う
ち
郷
荘
沿
革
参
照
（
『
肥

・
後
文
献
叢
替
」
第
三
巻
所
収
）
、
検
地
帳
の
村
は
郷
荘
沿
革
、
新
編

肥
後
国
志
草
稿
に
同
じ
。

（
⑲
）
寛
永
ｕ
年
「
御
国
御
書
案
文
」
永
青
文
庫
蔵

（
卵
）
西
山
禎
一
氏
「
前
掲
書
」

第10表八代海沿岸干拓新田の上納米と作徳

2５

熊本大学国史学科研究会「肥後藩の八代新田開発」（「熊本史学」２４号）により作成。

※百町新地は郷備開のため上納のほかに、野津手永御救備313石3斗、御普請料差出銀主渡

163石2斗9升8合3勺7才が支払われている。ほかの新地が官築新地的性格がつよいとする

指摘を裏付けるものといえる。

､2１

IＩＴヲFjT覚り

四一白町謙ｊＴ甘、

i汀荊Ｔ地

､0０

町

注

歩

563.38

337.余

101.50

際Ⅱ

新地

面積 高 反別高

上納米

高 反別高
作徳

石

1625.000

5065.85

7887.418

石斗

1．６

１．５

１．４

石 ※
50.

1688.95

2535.241

斗
５
５
５

石

1096.401

3777.9

5352.176



（
別
）
「
井
地
要
略
」
（
森
田
減
一
氏
編
「
原
典
に
よ
る
近
世
農
政
語
粟

集
」
一
三
四
頁
）

（
魂
）
「
土
貢
管
見
録
」
（
『
腿
政
語
粟
集
』
一
三
六
頁
）

（
認
）
「
田
賦
考
」
（
『
農
政
賠
粟
集
』
一
三
五
頁
）

（
別
）
「
肥
後
国
求
麻
郡
郷
村
高
辻
鰻
」
（
熊
本
女
子
大
学
郷
土
文
化
研

究
所
編
「
人
吉
藩
の
政
治
と
生
活
」
所
収
）

（
弱
）
「
御
免
方
」
（
『
農
政
腰
粟
集
」
一
三
四
頁
）

（
別
）
藩
法
研
究
会
編
『
藩
法
集
７
熊
本
藩
』
三
五
頁

（
駒
）
検
地
に
よ
っ
て
村
高
が
変
化
す
る
願
例
は
、
庄
内
酒
井
領
（
黒
田

日
出
男
氏
「
近
世
初
期
に
於
け
る
庄
内
三
郡
の
開
発
」
ｌ
「
東
大
史

料
鯛
築
所
報
９
号
」
）
や
松
本
藩
（
金
井
円
氏
『
藩
制
成
立
期
の
研

究
』
）
な
ど
多
く
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
）
慶
安
四
年
「
御
国
中
本
高
新
地
惣
高
根
」
、
熊
大
図
番
館
受
既
、

永
腎
文
庫

（
弱
）
熊
本
大
学
図
番
館
蔵
、
松
井
文
番
「
郡
」

（
帥
）
全
右
、
松
井
文
書

（
皿
）
西
山
氏
「
前
掲
番
」

（
“
）
古
新
地
と
は
、
「
本
藩
田
蓋
」
に
、
「
新
地
と
ハ
寛
永
年
中
迄
ハ

荒
居
侯
地
方
を
、
承
応
・
明
暦
・
寛
文
の
比
専
ら
開
発
に
相
成
、
本

方
の
ご
と
く
畝
高
物
成
相
定
御
年
貢
を
納
候
、
是
を
古
新
地
と
申
、

本
方
納
な
り
」
『
農
政
語
乗
集
』
一
○
二
頁
）
と
あ
る
。

（
侭
）
「
田
賦
考
」
に
「
見
図
根
寛
永
新
地
と
い
ふ
名
目
有
は
是
の
古
新

地
な
る
べ
し
、
寛
永
新
地
は
本
方
同
前
之
取
扱
也
」
（
『
農
政
語
粟
」

一
○
三
頁
）
と
あ
り
、
実
際
の
検
地
帳
で
は
「
寛
永
十
年
六
月
、
大

浜
村
新
地
御
検
地
野
帳
」
が
あ
る
（
熊
本
県
立
図
香
館
蔵
）
。

2６

（
“
）
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
、
三
四
四
七
号

（
砧
）
全
右

三
四
四
八
号

（
価
）
桜
井
本
村
は
全
右
三
五
○
一
号
・
三
五
○
二
号
、
片
諏
訪
村

は
三
五
四
五
号
・
三
五
四
六
号

（
印
）
野
開
帳
だ
け
で
は
山
室
村
一
○
八
号
・
一
○
九
号
、
大
窪
村
打
出

一
二
一
一
号
、
鰹
羽
田
打
出
村
一
三
二
号
、
馬
出
村
一
四
五
号
、
東
梶

尾
村
一
六
六
号
、
西
梶
尾
村
一
七
二
号
、
糸
山
村
一
九
一
号
、
田
上

村
二
三
五
号
、
万
楽
寺
村
二
七
○
号
、
大
多
尾
村
二
七
九
号
、
東
門

春
村
二
九
五
号
、
庄
村
三
二
七
号
、
太
郎
迫
村
三
三
三
号
、
館
福
寺

村
三
三
八
号
の
十
三
ケ
村
が
あ
る
。

（
胡
）
前
掲
『
藩
法
集
』
三
七
○
頁

（
的
）
前
掲
『
農
政
語
奨
集
』
六
○
頁

（
刑
）
安
藤
箱
一
氏
「
近
世
初
期
肥
後
の
地
撫
」
（
『
熊
本
史
学
』
４
号
）

（
Ⅷ
）
前
掲
『
藩
法
集
」
三
五
一
頁

（
”
）
熊
本
史
学
会
鯛
「
肥
後
国
検
地
諸
帳
目
録
』

（
洞

．
熊
本
女
子
大
学
歴
史
研
究
部
寵
『
肥
後
藩
の
農
業
構
造
」
『
肥
後

藩
の
農
村
栂
造
』
『
肥
後
藩
の
経
済
櫛
造
』

（
Ⅷ
）
前
掲
「
肥
後
藩
の
農
村
栂
造
』
三
頁

（
浦
）
「
玉
名
高
校
考
古
学
部
報
」
５
号
に
荒
尾
手
永
手
鑑
を
二
本
紹

介
、
「
解
脱
」

（
稲
）
下
益
城
郡
城
南
町
役
場
編
「
城
南
町
史
』
第
四
章
近
世
、
第
四
節

近
世
村
落
の
展
開
、
花
岡
興
卸
氏
担
当

（
”
）
享
保
旧
年
成
瀬
久
敬
煽

（
犯
）
前
掲
『
城
南
町
史
』
史
料
縄
所
収

（
”
）
阿
蘇
郡
小
国
町
、
室
原
知
徳
氏
蔵
元
禄
十
二
年
「
小
国
北
里
手



永
本
方
先
知
方
新
地
方
当
御
土
物
成
高
反
別
帳
」

（
帥
）
寛
政
ｕ
年
・
文
化
元
年
「
小
国
北
里
手
永
手
鑑
」
阿
蘇
郡
小
国
町

後
藤
美
道
氏
蔵

（
別
）
藤
沢
市
、
圭
室
文
雄
氏
蔵
、
明
治
三
年
「
小
国
北
里
手
永
手
鑑
」

（
卯
）
「
御
免
方
雑
部
」
（
『
肥
後
藩
の
政
治
』
一
四
六
頁
）

（
鯛
）
地
引
合
見
図
帳
之
儀
二
付
、
相
違
候
番
付
等
之
事
（
「
藩
法
集
』

一
二
六
頁
）
に
よ
る
と
、
上
益
城
・
玉
名
・
菊
池
・
合
志
・
野
津
原

・
鶴
崎
の
各
郡
で
は
、
郡
内
で
地
引
合
せ
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

合
志
郡
竹
迫
手
永
で
は
宝
暦
地
引
合
帳
は
な
く
、
宝
暦
期
に
そ
れ
ま

で
の
地
撫
帳
を
写
し
て
差
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
（
「
肥
後
国
検
地

賭
幅
目
録
」
）
・

（
肌
）
前
掲
『
藩
法
集
」
三
七
一
頁

（
開
）
益
田
弥
一
右
衛
門
上
智
（
『
肥
後
藩
の
政
治
」
所
収
）
、
こ
の
場

合
七
ヶ
年
間
無
年
貢
と
し
八
年
目
よ
り
相
応
に
年
貢
取
立
て
た
と
あ

る
が
、
寛
政
九
年
「
御
年
貢
庭
鰻
改
正
」
で
一
六
七
町
の
陰
田
・
陰

畝
が
発
覚
し
た
際
三
ケ
年
免
税
の
の
ち
上
納
を
命
じ
、
そ
れ
を
別
途

種
立
て
た
例
（
『
竜
峯
村
史
』
一
○
八
頁
）
か
ら
み
て
、
新
地
方
に

繰
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
賭
開
へ
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
妬
）
圭
室
蹄
成
氏
は
こ
の
時
の
受
免
実
施
を
断
念
し
た
の
は
、
農
民

反
対
が
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
今
肥
後
藩
の
政
治
』
一
一
九
頁
）
。

（
師
）
『
肥
後
文
献
叢
書
』
第
一
巻
所
収

（
卵
）
「
全
右
香
」
一
六
七
頁
、
荒
地
改

（
明
）
熊
大
図
番
館
受
配
永
腎
文
庫
、
密
書
輯
録
、
「
諸
御
郡
古
新
地
御

郡
方
新
地
諸
畝
物
諸
開
一
紙
帳
」

（
卯
）
森
田
誠
一
氏
「
近
世
の
郷
士
制
、
特
に
金
納
郷
士
の
性
格
ｌ
肥
後

藩
政
史
と
の
関
連
に
お
い
て
ｌ
」
（
森
田
賊
一
編
『
肥
後
細
川
藩
の

研
究
』
所
収
）
・

（
弧
）
生
田
宏
氏
『
肥
後
近
世
史
年
表
』
に
は
、
延
宝
二
年
起
工
、
同
三

年
成
る
、
面
種
一
二
一
町
余
と
あ
り
。

（
兜
）
阿
蘇
郡
阿
蘇
町
立
図
書
館
蔵
「
内
牧
手
永
期
補
手
鑑
」

（
兜
）
東
大
史
料
煽
蕊
所
編
『
大
日
本
近
世
史
料
、
肥
後
藩
人
畜
改
帳
」

五
所
収

（
“
）
熊
本
大
学
国
史
学
科
研
究
会
「
肥
後
藩
の
八
代
新
田
開
発
’
百
町

・
四
百
町
・
七
百
町
新
地
に
つ
い
て
Ｉ
（
『
熊
本
史
学
」
狐
号
）

む
す
び

肥
後
細
川
藩
に
お
け
る
村
高
を
手
鑑
を
素
材
と
し
て
検
討
し
た
結
果
、
郷
高

五
四
万
石
は
藩
内
に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
な
い
高
で
、
藩
内
に
お
い
て
は
寛
永

期
の
地
撫
に
基
づ
く
現
高
七
四
万
石
が
公
式
の
高
と
し
て
通
用
し
た
こ
と
が
硫

豚
さ
れ
る
。
さ
ら
に
近
世
の
開
発
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
新
地
方
（
古
新
地
・

御
郡
方
新
地
）
も
、
実
は
宝
暦
地
引
合
以
前
に
お
い
て
地
目
が
設
定
さ
れ
、

地
引
合
以
後
に
は
固
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

而
し
て
近
世
の
開
発
は
専
ら
賭
開
な
る
地
目
の
も
と
に
繰
入
れ
ら
れ
、
収
税

面
で
は
畝
物
・
上
納
米
と
し
て
本
方
・
御
郡
方
・
諸
間
に
納
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
従
っ
て
農
村
櫛
造
の
実
態
に
迫
る
に
は
賭
開
き
の
部
分
を
こ
そ
重
視

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
「
村
高
」
の
追
求
に
し
ぼ
っ
た
た
め
に
農
民
層
の
分
解
・
収
税
機

栂
・
給
人
の
地
方
支
配
と
の
関
連
な
ど
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今

後
の
問
題
と
し
た
い
。

2７
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